
第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

第1節　自然環境の保全　第1　自然環境　(1)　自然環境の保全・回復

1 ①

「環境基本条例」、「環境基本
計画」などにもとづき、市民、
事業者、行政が連携し、自然
環境の保全に向けた総合的
な取組を進めます。

①

「青梅市環境基本条例」、「青
梅市環境基本計画」や青梅
市環境審議会からの答申に
もとづき、市民、事業者、行政
が連携し、自然環境の保全に
向けた総合的な取組を進め
ます。

Ｃ　継続

「青梅市環境連絡会」は青梅市の
環境問題に対する、市民、事業者、
行政による連携組織として平成20
年度に発足した。現在クール・
ウォームビズをはじめ全市的な取
組を進めているところである。
しかしながら、環境基本計画におけ
る多様な取組、目標の達成に対し
ては、今後も一層の組織の拡充と、
行政全体との連携を密に行っていく
必要がある。

「青梅市環境連絡会」による取り組
みは、前年のウォームビズ、打ち水
等に加え、エコドライブ、クールアー
ス・デー（ライトダウン）を実施し、拡
大しつつある。
また、直接市民に向けた取り組みと
して、太陽光発電、高効率給湯器
等の家庭用新・省エネ機器導入補
助金交付事業、みどりのカーテン普
及を目的としたモニター事業、家庭
から排出される二酸化炭素を量る
簡易計算機、CO2カルクを用いた省
エネチャレンジファミリー事業を実施
した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

既存の取り組みの充実とともに、さ
らに新規事業の開拓を図る。

2 ②
自然環境保全ゾーンの採石
場跡地については、自然環境
への復元を基本とします。

②
自然環境保全ゾーンの採石
場跡地については、自然環境
への復元を基本とします。

Ｃ　継続

現段階では、自然保護ゾーン内に
採石場跡地は存在していないが、
将来的に採石事業を終了する事業
者が発生した際は、東京都と連携
し、事業者に対して自然保護に関す
る法令に基づき、緑化を推進するよ
う指導を行う。

現段階では、自然保護ゾーン内に
採石場跡地は存在していないが、
将来的に採石事業を終了する事業
者が発生した際は、東京都と連携
し、事業者に対して自然保護に関す
る法令に基づき、緑化を推進するよ
う指導を行う。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

3 ③
崖線緑地や平地林など、市街
地における緑地の保全を図り
ます。

③
崖線緑地や平地林など、市街
地における緑地の保全を図り
ます。

Ｃ　継続

崖線緑地や平地林など、市街地に
おける緑地の保全を必要に応じて
整備等を行った。今後の課題として
は、隣接地に対する安全性を含め
た整備が必要となる。

崖線緑地について、立川崖線につ
いて青梅市以外の多摩川流域の7
市と東京都により、連続性のある緑
地として保全するための協議会を
設置した。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

立川崖線については、平成24年ま
でに他市との協議会で、保全につ
いての一定の方策をつくる。多摩川
沿いの崖線および平地林について
は、その後検討。

4 ④

河川の水質保全に向けて、公
共下水道の整備、水洗化の
促進、ごみの持帰り指導、多
摩川1万人の清掃大会をはじ
めとする地域における河川清
掃活動の充実を図ります。

④

河川の水質保全に向けて、公
共下水道の整備、水洗化の
促進、ごみの持帰り指導、多
摩川1万人の清掃大会をはじ
めとする地域における河川清
掃活動の充実を図ります。

Ｃ　継続
親水事業の各種プログラムを通じ、
河川環境保護の啓発も実施してい
る。

4つの市民団体との間で、ガサガサ
水辺の探検隊他、全部で6回の事
業を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

子どもの水辺の登録と既存事業の
充実・拡大を図る。

環境美化委員連合会により河川敷
のバーベキュー客等に対するごみ
持ち帰り指導と美化活動を実施し
た。

環境美化委員連合会により多摩川
1万人の清掃大会に参加した。ま
た、8月には河川敷のバーベキュー
客等に対するごみ持ち帰り指導と
美化活動を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続き環境美化委員連合会によ
り多摩川1万人の清掃大会への参
加と、8月には河川敷のバーベ
キュー客等に対するごみ持ち帰り
指導と美化活動を実施したい。

　未普及地区である第3期、小曾木
事業区域等への下水道汚水管整
備を進め、河川の水質保全に努め
た。

　未普及地域である第3期、小曾木
事業区域等へ、下水道汚水管の整
備(23ha)を進めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　平成18年度に事業計画を定めた
第3期および小曾木事業区域の汚
水管整備（88ha）を進める。

　みどりと水のふれあい事業推進協
会の実施事業として、多摩川1万人
の清掃大会をはじめとする地域に
おける河川清掃活動については、
計画どおり行うことができた。

　みどりと水のふれあい事業推進協
会の実施事業として、御岳渓谷をメ
イン会場に市内18会場で多摩川1
万人の清掃大会実施(8月1日)

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続実施

5 ⑤

土砂等による土地の埋立て、
盛土および切土についての
規制を行い、生活環境の保全
および災害の防止を図りま
す。

Ｂ　新規・拡
充

「青梅市土砂等による土地の埋立
て等の規制に関する条例」により指
導を行った。

「青梅市土砂等による土地の埋立
て等の規制に関する条例」により指
導を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

引き続き、「青梅市土砂等による土
地の埋立て等の規制に関する条
例」にもとづき指導を行う。

第1節　自然環境の保全　第1　自然環境　(2)　22世紀の森づくり

6 ①

林業後継者の確保、森林組
合の育成を促進するととも
に、森林ボランティアなどの協
力を得ながら、尾根筋や住宅
地周辺の里山の森林等に、
公益的機能の発揮能力が高
い広葉樹の植栽を推進する
など、人工林や里山の適正な
管理に努めます。

①

林業労働力の確保に努め、
森林ボランティアなどによる
支援を得ながら、里山の森林
等に、公益的機能の発揮能
力が高い広葉樹を植栽する
等、森林整備を促進します。

Ｃ　継続

　森林ボランティア育成事業につい
ては、平成21年度で第4期を終了し
た。4期までの修了者によるボラン
ティア団体「森守会」は、健康状態、
転出等の事情による退会もあり30
名程度の会員数となっている。
　 風の子太陽の子広場周辺の下刈
りや、市内民有林の整備を行い活
動している。
   事業はほぼ計画どおりできた。継
続実施し会員増加も図りたい。

第5期の1年目(基礎編)を開催した。
参加者30名、6回開催
延参加人員　123名
第5期から交流協定を締結している
杉並区民を受入れて、杉並区と共
同開催した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

平成23年度は第5期の2年目を杉並
区と共同開催する。
平成24年度以降も継続して開催し、
ボランティアの増加を図り、支援を
得ながら森林整備をしていく。

森林ボラン
ティア育成
事業

7 ②

荒廃が懸念されているスギ、
ヒノキの人工林について、間
伐など適正な森林施業の実
施を支援し、健全な森林を再
生することにより、森林の保
有している公益的機能の回
復に努めます。

②

荒廃が懸念されているスギ、
ヒノキの人工林について、間
伐や枝打ち、伐採後に広葉
樹・花粉の少ないスギを植栽
するなど、東京都と連携し「花
粉の少ない森づくり運動」を
推進し、森林の公益的機能の
回復に努めます。

Ｃ　継続

　多摩森林再生事業は21年度末で
間伐714ha、枝打ち64haであり、24
年度の目標値達成は難しいが、か
なりの成果を上げている。未実施山
林を実施すべく努力し継続してい
く。
　広葉樹造林については最終目標
を達成見込みである。

多摩森林再生事業を継続して実施
した。　平成22年度は間伐58.8ｈa、
枝打ち25.58ｈaの面積を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。
間伐面積は24年度の目標達成は
難しい。

①造林推
進事業
②森林再
生推進事
業
③多摩森
林再生推
進事業の
推進（花粉
の少ない森
づくり運動
の推進）

8 ③

市民や都民の体験学習の場
として、自然観察やレクリエー
ション、林業体験機会の提供
などを図ります。

③

市民や都民の体験学習の場
として、自然観察やレクリエー
ション、林業体験機会の提供
などを図ります。

Ｃ　継続
森林ボランティア育成講座を実施し
た。
野鳥講座を実施した。

森林ボランティア育成講座を実施し
た。
野鳥講座を実施した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証
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番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

9 ④
林業の振興を図るため、林道
の開設や森林の状況把握に
努めます。

Ｂ　新規・拡
充

　林道の開設については、高土戸
入林道を20年度までは市で開設し
ていたが、21年度からは東京都の
施工により開設している。順調に行
われている。

高土戸入林道平成22年度開設延
長300ｍを東京都の施工により実施
した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

高土戸入林道は東京都の施工によ
り、平成23年度350ｍ、24年度160ｍ
を東京都の施工で開設する予定で
ある。全線工事終了後の25年度に
は青梅市へ引継ぎの予定である。

永山北部丘陵の土地利用の方向を
新市街地計画ゾーンから自然環境
活用ゾーンに部分変更（平成19年
10月3日市議会議決）となったこと
から、青梅市都市計画マスタープラ
ン一部見直し（平成21年3月決定）
を行い、青梅市都市計画審議会に
おいて協議、諮問され、平成22年1
月22日付けで、東京都が指定する
青梅の森特別緑地保全地区（約
91．7ヘクタール）の決定に至った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

「青梅の
森」整備
（計画）事
業

　青梅の森を利用し、森林ボラン
ティア育成講座を開催した。下刈
り、伐採、枝打ち等を実施し、青梅
の森の一部の手入れを行い森林の
整備を図ることができた。

　青梅の森を利用し、森林ボラン
ティア育成講座を開催した。下刈
り、伐採、枝打ち等を実施し、青梅
の森の一部の手入れを行い森林の
整備を図ることができた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

今後も、青梅の森をボランティア 育
成講座の実習地として、活用できる
よう調整し利用していきたい。

「青梅の
森」整備
（計画）事
業

第1節　自然環境の保全　第1　自然環境　(3)　自然とのふれあいの促進

11 ①

自然観察、ビオトープ（注）づ
くり、ホタルの舞う環境づくり、
農林業体験などを通した自然
体験学習、環境教育を推進し
ます。注）ビオトープ：水辺や
草地などで構成される野生生
物の生息空間

①

自然観察、ビオトープ（注）の
活用、ホタルの舞う環境づく
り、農林業体験などを通した
自然体験学習、環境教育を
推進します。注）ビオトープ：
水辺や草地などで構成される
野生生物の生息空間

Ｃ　継続

親水事業、みどり体験交流事業等
における自然観察事業は、内容も
充実し、安定感もある。ただ水辺を
含む自然がフィールドである以上、
安全対策には常に留意する必要が
ある。

親水事業、みどり体験交流事業等
における自然観察事業は、内容も
充実し、安定感もある。ただ水辺を
含む自然がフィールドである以上、
安全対策には常に留意する必要が
ある。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

親水事業の一層の充実を図るた
め、子どもの水辺の登録と、これに
続く水辺の楽校に向けた検討を行
う。

　特色ある教育活動として、校内に
ビオトープやホタル生息池を整備す
る等、各校の地域や環境を活かし
て、自然や環境に関する教育を推
進した。また、移動教室等の校外学
習の機会を通して、自然体験、農業
体験や環境学習に取り組んだ。

　学校園やビオトープ等、各校の環
境を活かして、自然や環境に関する
教育を推進した。また、移動教室等
の校外学習の機会を通して、自然
観察、農業学習や環境学習に取り
組んだ。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

各学校が各教科等の学習におい
て、地域や学校環境を活かした体
験学習や環境学習を推進する。

12 ②

公園・緑地の整備を進めると
ともに、水辺の楽校整備の要
請やカヌー、釣りなど多摩川
と親しむ機会づくりを図りま
す。

②

公園・緑地の整備を進めると
ともに、水辺の楽校整備の要
請やカヌー、釣りなど多摩川
と親しむ機会づくりを図りま
す。

Ｃ　継続

親水事業のプログラムにはカヤック
体験や釣り体験などのプログラムも
含まれている。また水辺の楽校の
設立に向けた条件も徐々に整えて
いく。

4つの市民団体との間で、ガサガサ
水辺の探検隊他、全部で6回の事
業を実施した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

子どもの水辺の登録と既存事業の
充実・拡大を図る。

　公園・緑地の整備については計画
どおり行うことができた。多摩川と親
しむ機会づくりについて現状では未
達成の状況であるが、今後は関係
機関との調整が必要である。

　霞川調節池上部公園、新田山公
園の整備については計画どおり行
うことができた。多摩川と親しむ機
会づくりについて現状では未達成の
状況である。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

継続実施

“水辺の楽校”に関しては、平成21
年度まで毎年、国土交通省京浜河
川事務所に対して、市民が川と親し
むための環境の整備として“水辺の
楽校基盤の整備”を要請してきた。

実績なし
政権交代により要望事項について
の調査がなくなったため

― なし

10 ⑤

「青梅の
森」整備
（計画）事
業

　用地取得について、 国費等を活
用して土地開発公社により先行買
収していた残用地の買取りを行う。
　Ｈ23年度、用地取得について、国
費獲得のための用地測量および不
動産鑑定を行う。
　青梅の森に隣接している住民から
の要望を中心に、伐採および修繕
により対応する。
　自然環境調査等の結果をもとに、
ゾーニング小区分の細分化を検討
し、保全・整備・運営を実施する。
　青梅の森の保全・整備・運営に対
して助言をえるため、専門知識を有
するものによる専門家会議を設置
する。
　市民等が、青梅の森を維持管理
等で利活用するための体制や規則
等を協議するための協議会（仮称）
を設置する。
　市民等が、青梅の森内で、森林整
備や観察会などで利活用するため
の企画や事業の検討を行う運営委
員会（仮称）を設置する。
　市民ボランティア等の活動の道具
や資材、けが人等の運搬が行える
よう、車両の通行が可能な通路の
一部を整備する。
　青梅の森内の樹木等が、効率よく
利活用できるよう、近隣市町と連携
を図った事業を検討する。

Ｂ　新規・拡
充

永山北部丘陵一帯を「青梅の
森（仮称）」と位置づけ、青梅
の豊かな自然を体感できる場
として取得、整備を進めます。

特別緑地保全地区の予定区域内
のすべての地権者および周辺住民
に対して都市計画の説明を行い、Ｈ
22年1月「青梅の森特別緑地保全
地区」に決定された。
  有識者、各種団体の代表、公募委
員による「青梅の森事業計画検討
委員会」を設置し、保全計画にもと
づき保全・活用等について、具体的
な取り組みを進める事業計画の検
討を行い策定した。
　用地取得について、 国庫補助獲
得のための用地測量および不動産
鑑定を行なった。

　Ｈ22年1月に都市計画決定され
た、「青梅の森特別緑地保全地区」
について、保全・整備・運営を実施
するための「青梅の森事業計画」を
Ｈ22年7月に策定した。
　用地取得について、 国費・都費を
活用して土地開発公社により先行
買収していた用地の約1/3の買取り
を行った。
　Ｈ23年度、用地取得について、国
費獲得のための用地測量および不
動産鑑定を行なった。
　青梅の森に隣接している住民から
の要望を中心に、伐採および修繕
により対応した。
　動植物の保全のため、貴重な植
物などが消失しないよう自然環境
調査を実施し、保全・整備・運営の
実施の検討を行った。
　市民が散策等に利活用しやすくす
るため、仮の道標等を設置した。
　市民ボランティアに、青梅の森内
で森林整備等の活動が行える場所
を試行として提供した。
　青梅の森内の樹木等が、効率よく
利活用できるよう賦存量調査、需要
量調査等を行った。
　市民ボランティア等の活動の道具
や資材、けが人等の運搬が行える
よう、車両の通行が可能な箇所の
通路の基本設計を行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）
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第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

13 ③

健康の道や岸辺の散策路の
整備に努めるとともに、ウォー
キングやサイクリングなどの
イベントを検討します。

③

市内各所に健康の道や岸辺
の散策路、遊歩道を整備する
よう努めるとともに、ウォーキ
ングなどのイベントを開催しま
す。

Ｃ　継続

岸辺の散策路については、平成21
年度まで毎年、国土交通省京浜河
川事務所に対し、長淵～友田町の
多摩川右岸および河辺町の多摩川
左岸の部分について整備要請して
おり、長淵地内の一部堤防設置の
際に、天端部分を遊歩道として整備
している。
イベント（ウォーキング）については
平成20年度に、国土交通省京浜河
川事務所主催による“多摩川シンポ
ジウム　多摩川を歩く　～青梅編
～”の開催の打診があり、調整およ
び運営に協力し参加者から好評を
得た。

岸辺の散策路については、毎年、
国土交通省京浜河川事務所に対
し、長淵～友田町の多摩川右岸お
よび河辺町の多摩川左岸の部分に
ついて整備要請してきた。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

岸辺の散策路については、毎年、
国土交通省京浜河川事務所に対
し、長淵～友田町の多摩川右岸お
よび河辺町の多摩川左岸の部分に
ついて整備要請する。

岸辺の散策路については、平成21
年度まで毎年、国土交通省京浜河
川事務所に対し、長淵～友田町の
多摩川右岸および河辺町の多摩川
左岸の部分について整備要請して
おり、長淵地内の一部堤防設置の
際に、天端部分を遊歩道として整備
している。
イベント（ウォーキング）については
平成20年度に、国土交通省京浜河
川事務所主催による“多摩川シンポ
ジウム　多摩川を歩く　～青梅編
～”の開催の打診があり、調整およ
び運営に協力し参加者から好評を
得た。

※管理課での直接的な動きはない
が、あえて書けば1段上と同文

―

第2節　生活環境の整備　第1　都市景観　(1)　自然景観の保全

14 ①

「景観まちづくり基本方針」、
「風景条例（仮称）」にもとづ
き、市民、事業者、行政が連
携し、市民生活に潤いを与え
る崖線緑地、市街地から視界
に入る丘陵の緑地など、自然
景観の保全を図ります。

①

「青梅市景観まちづくり基本
方針」、「青梅市緑の基本計
画」、「青梅市環境基本計画」
にもとづき、市民、事業者、行
政が連携し、市民生活に潤い
を与える崖線緑地、市街地か
ら視界に入る丘陵の緑地な
ど、自然景観の保全を図りま
す。

Ｃ　継続

平成16年10月から青梅市の美しい
風景を育む条例を施行し、市民や
事業者から建築物や工作物等の行
為の届出を必要となり、良好な街な
みの形成を誘導を進めている。（崖
線緑地等の保全についての施策は
公園緑地課等）

多摩川沿い景観形成地区の指定に
向けて、庁内検討委員会を組織し、
検討を開始した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

多摩川沿い景観形成地区の景観形
成基本計画の策定を進める。

15 ②

住宅地などの各種開発に当
たっては、自然景観に配慮し
た整備を促進するとともに、
河川の整備は、周辺環境に
配慮した工法を採用します。

Ｃ　継続

住宅地などの各種開発に当たって
は、条例等にもとづく、公園・緑地等
の設置について指導を行ない、自
然環境に配慮した整備を促進して
いる。

　住宅地などの各種開発に当たっ
ては、条例等にもとづく、公園・緑地
等の設置について指導を行ない、
自然環境に配慮した整備を促進し
た。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

継続実施
宅地開発
等指導要
綱の改正

「青梅市宅地開発等指導要綱」を廃
止し、「青梅市開発行為等の基準お
よび手続に関する条例」を平成16年
12月27日に制定し、平成17年4月1
日から施行。

「青梅市開発行為等の基準および
手続に関する条例」にもとづき指導
を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

引き続き、「青梅市開発行為等の基
準および手続に関する条例」にもと
づき指導を行う。

宅地開発
等指導要
綱の改正

16 ③

農家、ボランティアなどの協
力により、平地林や里山の保
全などを進めるとともに、森林
や樹園地などの自然環境・景
観の保全に向けて市民・都民
に呼び掛け、「市民・緑のトラ
スト基金（仮称）」の設立を目
指します。

②

農家、ボランティアなどの協
力により、平地林や里山の保
全などを進めるとともに、森林
や樹園地などの自然環境・景
観の保全に向けて市民・都民
に呼び掛け、「市民・緑のトラ
スト基金（仮称）」の設立を目
指します。

Ｃ　継続

現状は未達成の状況であるが、残
された貴重な平地林や里山の保全
に向けて継続して取り組む必要が
ある。

現状は手つかずの状況であるが、
残された貴重な平地林や里山の保
全に向けて継続して取り組む必要
がある。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

残された貴重な平地林や里山の保
全に向けて継続して取り組む必要
があるものの、基金等の設立につ
いては課題が多く達成は難しい。

17 ④
名木、古木、史跡の緑など、
歴史的な自然景観の保全を
図ります。

③
名木、古木、史跡の緑など、
歴史的な自然景観の保全を
図ります。

Ｃ　継続
現状は未達成の状況である。（郷土
博物館等も関連している。）

未達成である。（郷土博物館も関連
している。）

E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

特に予定していない。

名木、古木の中で特に重要なもの
については天然記念物に指定して
市が保護し、永く後世にまで守り伝
えることを援助している

市天然記念物の御嶽神社参道の
杉並木や石神社の大イチョウに対
して補助を行い、保護を行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

引き続き、名木、古木の中で特に重
要なものについては天然記念物に
指定して市が保護し、永く後世にま
で守り伝えることを援助する。

第2節　生活環境の整備　第1　都市景観　(2)　街並み景観の保全・創出

18 ①

「景観まちづくり基本方針」の
策定とともに、「風景条例（仮
称）」の制定を進めます。ま
た、重点的に景観形成を図っ
ていく地域（「景観形成重点地
区」）については、地域住民の
理解と協力のもと「景観形成
計画」を策定し、積極的な修
景整備を進めます。

①

「青梅市景観まちづくり基本
方針」および「青梅市の美しい
風景を育む条例」にもとづき、
優れた景観づくりを計画的に
進め、誇りと愛着の持てる暮
らしやすいまちの実現をめざ
します。
青梅駅周辺景観形成地区に
ついては、景観形成の要所と
して、景観形成計画、景観形
成基準にもとづき積極的に景
観の整備・修景事業を進めま
す。また、地区内の景観形成
に重要な価値があると認めら
れる建造物等は、所有者の
意向にもとづきながら景観形
成重要資源の指定を進めて
いきます。

Ｂ　新
規・拡充

平成17年11月から景観まちづくり市
民団体と協働で、青梅駅
周辺景観形成地区の事業について
取り組みを行い、景観形成重要資
源の修理・修景整備は平成20年度
に1棟、平成21年度に2棟行った。ま
た、平成20年に景観形成重要資源
7棟の指定を行った。

景観重要資源の指定に向けて景観
まちづくり市民団体と協働で周知活
動を行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

景観重要資源の修理・修景や景観
形成重要資源の指定に向けての取
り組みを進めていく。

景観まちづ
くり計画事
業
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第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

19 ②

電線類の地中化、道路植樹
ます、公園、公共施設等の緑
化を推進し、安全で美しい道
路空間の形成を図ります。ま
た、無許可看板を規制・指導
するとともに、市民や事業者
の理解に努めます。

②

電線類の地中化、道路植樹
ます、公園、公共施設等の緑
化を推進し、安全で美しい道
路空間の形成を図ります。ま
た、市民と協働して違法看板
を撤去し、安全な通行の確保
とまちの美観風致を図りま
す。

Ｂ　新
規・拡充

違法看板撤去については、市民ボ
ランティアと委託業者およびフリー
ダイヤル通報による敏速な対応に
より、一定の成果が得られているた
め、継続して実施する。

撤去活動により、年々違法看板の
数は減少傾向であるが今後も動向
を注視し継続する。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

違法看板撤去については、市民ボ
ランティアと委託業者による敏速な
対応により、一定の成果が得られて
いたが、風俗・不動産の貼り紙が目
立ち始めてきている。継続して実施
する。

①捨て看板
クリーン作
戦事業
②道路占
有（無許可
看板等）適
正化
③道路修
景事業

20

電線類地中化事業については、河
辺駅南北の事業が終了。継続して
実施している青梅街道北側は、平
成24年度に完成見込みである。

　該当工区北東部について、計画
通り施行するとともに、平成23年度
以降の事業計画を見据え、関連事
業者との事業調整を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　平成23年度には連系管および取
り付け管の設置、平成24年度には
歩道の本復旧舗装を実施する予定
であり、目標は達成できる見込みで
ある。

①捨て看板
クリーン作
戦事業
②道路占
有（無許可
看板等）適
正化
②道路修
景事業

21 ③

景観形成やデザインに関する
学識者による「まちづくり・デ
ザイン専門家会議（仮称）」を
設置し、専門的立場から景観
形成の方針や公共事業の計
画・実施について助言を受け
ます。また、地域へのアドバイ
ザーの派遣、指導などを通し
た技術的支援を行います。

③

景観形成に関する専門の事
項については、「まちづくり・デ
ザイン専門家会議」において
調査検討し、専門的立場から
景観形成の方針、計画やまち
づくり事業の計画およびデザ
インについて助言や技術的支
援を受けます。

Ｃ　継続

市の公共、公益施設を中心に公共
性の高い建築物等について、青梅
市まちづくり・デザイン専門家の助
言、技術的支援を受けて事業を進
めている。

市の公共、公益施設を中心に公共
性の高い建築物等について、青梅
市まちづくり・デザイン専門家の助
言、技術的支援を受けて事業を進
めた。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

引き続き、公共性の高い建築物等
について、青梅市まちづくり・デザイ
ン専門家の助言、技術的支援を受
けながら事業を進めていく。

22 ④

公共建築物などの建設に当
たっては、周囲の街並みや自
然と調和した色彩・デザインを
取り入れるとともに、青梅材
の使用を推奨します。また、
都市景観に大きな影響を与え
る大規模な民間建築物等に
ついては、周辺の景観との調
和を誘導します。

④

公共建築物などの建設に当
たっては、周囲の街なみや自
然と調和した色彩・デザインを
取り入れるとともに、地場産
材の使用に努めます。また、
都市景観に大きな影響を与え
る大規模な民間建築物等に
ついては、周辺の景観との調
和を誘導します。

Ｃ　継続

市の公共、公益施設を中心に公共
性の高い建築物等について、青梅
市まちづくり・デザイン専門家の助
言、技術的支援を受けて事業を進
めている。

市の公共、公益施設を中心に公共
性の高い建築物等について、青梅
市まちづくり・デザイン専門家の助
言、技術的支援を受けて事業を進
めた。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

引き続き、公共性の高い建築物等
について、青梅市まちづくり・デザイ
ン専門家の助言、技術的支援を受
けながら事業を進めていく。

23 ⑤

地域の景観形成に重要な建
造物などの保存を進めるとと
もに、住民や事業者の協力を
得ながら歴史・文化を生かし
た街並みの形成に努めます。
また、分かりやすい表示とデ
ザインに配慮したサイン（案
内板など）整備を進め、美し
いまちづくりに努めます。

⑤

景観形成に重要な建造物な
どの保存を進めるとともに、
住民や事業者の協力を得な
がら歴史・文化を生かした街
並みの形成に努めます。ま
た、分かりやすい表示とデザ
インに配慮したサイン（案内
板など）整備を進め、美しいま
ちづくりに努めます。

Ｃ　継続

平成17年11月から景観まちづくり市
民団体と協働で、青梅駅
周辺景観形成地区の事業について
取り組みを行い、景観形成重要資
源の修理・修景整備は平成20年度
に1棟、平成21年度に2棟行った。ま
た、平成20年に景観形成重要資源
7棟の指定を行った。また、サイン・
看板等は作成時に届出をしてもら
い指導等を行っている。

景観重要資源の指定に向けて景観
まちづくり市民団体と協働で周知活
動を行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

景観重要資源の修理・修景や景観
形成重要資源の指定に向けての取
り組みを進めていく。

24 ⑥

景観まちづくり市民団体等に
対し、団体の景観形成のため
の活動に関する技術的支援
や助成を行います。

Ｂ　新規・拡
充

青梅宿の景観を育む会への活動に
対して平成20年度から年間3万円を
助成している。

青梅宿の景観を育む会への活動に
対して1万6千円を助成した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

景観まちづくり市民団体に対して、
継続的に技術的支援や助成を行っ
ていく。

第2節　生活環境の整備　第1　都市景観　(3)　ともに進める景観づくり

25 ①

市民と連携した景観づくりに
向け、景観形成に重要な事項
について審議するため景観審
議会の設置を進めます。

①

市民主体の景観形成を進め
ていく中で、周辺住民の発意
のもとに地区計画等の導入を
検討していきます。

Ｃ　継続
景観審議会を平成16年に設置し
た。またシンポジウムや勉強会を開
催した。

景観形成ガイドライン-色彩編-の説
明会を市民、事業者および関係機
関を対象に実施した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

多摩川沿い景観形成地区の指定に
向けて、景観審議会やシンポジウ
ムの開催し、合意形成を図ってい
く。

26 ②

生け垣の設置、ガーデニング
の奨励、石積みの保全、空き
地の適正な管理など、市民・
事業者と行政が一体となった
清潔で美しいまちづくりを進
めます。

Ｃ　継続

　生け垣の設置については、一定
の成果を上げているが、施工実績
は減少傾向にある。今後は、生け
垣設置を促進するため、市民周知
を図る必要がある。

　生け垣の設置については、広報
や見本生け垣等で周知を図り一定
の成果を上げている。実績　4件
延長35.5ｍ

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

継続実施

27 ③

地区住民の発意による景観
形成の推進に向けて、地区計
画や景観まちづくり協定など
の導入を図ります。また、「青
梅市宅地開発等指導要綱」を
もとに、技術基準に関する条
例化を進め、自然や既存の
街並みと調和した開発を促進
します。

Ｅ　廃止

「青梅市宅地開発等指導要綱」を廃
止し、「青梅市開発行為等の基準お
よび手続に関する条例」を平成16年
12月27日に制定し、平成17年4月1
日から施行。

「青梅市開発行為等の基準および
手続に関する条例」にもとづき指導
を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

引き続き、「青梅市開発行為等の基
準および手続に関する条例」にもと
づき指導を行う。

28 ④

優れた都市景観の形成に貢
献している建造物等や市民
の取組を積極的に評価する
表彰制度を創設し、景観形成
にかかる市民意識の高揚を
図ります。

②

優れた都市景観の形成に貢
献している建造物等や市民
の取組を積極的に評価する
表彰制度を創設し、景観形成
にかかる市民意識の高揚に
努めます。

Ｃ　継続 現状は未達成の状況である。 未達成である。
E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

特に予定していない。

29 ⑤

子どもたちも含めた幅広い世
代が地域の景観への関心を
深めるため、作文や絵画など
の景観コンクール、「青梅百
景」、「地域十景」の募集・選
定に取り組みます。

③

子どもたちも含めた幅広い世
代が地域の景観への関心を
深めるため、作文や絵画など
の景観コンクール、「青梅百
景」、「地域十景」の募集・選
定に努めます。

Ｃ　継続 現状は未達成の状況である。 未達成である。
E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

特に予定していない。

30 ⑥

「広報おうめ」や市のホーム
ページにおいて、景観に関す
る積極的な情報提供を図りま
す。また、広く市民の意識高
揚を図るため、シンポジウム
や地区座談会の開催などに
取り組みます。

④

「広報おうめ」やホームページ
において、景観に関する積極
的な情報提供に努めます。ま
た、広く市民の意識高揚を図
るため、シンポジウムの開催
に努めます。

Ｃ　継続

景観に関する届出などの情報は、
広報おうめや市ホームページに掲
載を図っている。また、シンポジウ
ムについても平成15年度以降延べ
4回実施している。

景観形成ガイドライン-色彩編-の広
報おうめ特集号を発行し、市民、事
業者に周知を行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

多摩川沿い景観形成地区の指定に
向けて、広報おうめ特集号やシンポ
ジウムを開催し、市民や事業者に
周知を図っていく。
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第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

31 ⑤

建物の建築、開発などに際
し、計画的なまちづくりを推進
するため、「青梅市開発行為
等の基準および手続に関す
る条例」にもとづき、自然や既
存の街並みと調和した開発を
促進します。

Ｂ　新規・拡
充

「青梅市宅地開発等指導要綱」を廃
止し、「青梅市開発行為等の基準お
よび手続に関する条例」を平成16年
12月27日に制定し、平成17年4月1
日から施行。

「青梅市開発行為等の基準および
手続に関する条例」にもとづき指導
を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

引き続き、「青梅市開発行為等の基
準および手続に関する条例」にもと
づき指導を行う。

第2節　生活環境の整備　第2　住宅　(1)　快適で安全な住環境の整備

32 ①

「住宅マスタープラン」の見直
しを行い、良好な民間住宅の
誘導、高齢化に備えた住宅づ
くりや改修を促進し、総合的・
計画的な住宅対策を進めま
す。

①

「青梅市住宅マスタープラン」
の見直しを行い、良好な民間
住宅の誘導、高齢化に備えた
住宅づくりや耐震改修を促進
し、総合的・計画的な住宅対
策を進めます。

Ｃ　継続

平成21年度には、住宅マスタープラ
ンの策定に関する懇談会や検討委
員会の設置、策定に係る業務委託
等に着手し、22年度の完了に向け
進めた。

平成22年4月に懇談会の報告を受
け、平成22年7月に住宅マスタープ
ランを策定（改定）した。また、平成
23年度実施に向けた木造住宅耐震
化補助の検討を行った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

木造住宅の耐震診断・耐震改修の
補助を実施し、災害に強いまちづく
りを推進する。

住宅マス
タープラン
の改訂

33 ②
「宅地開発等指導要綱」にも
とづき、良好な住宅地の整備
を誘導します。

②

民間の宅地造成および中高
層建築物の建築に関して「青
梅市開発行為等の基準およ
び手続に関する条例」にもと
づき、良好な住宅地の整備を
誘導します。

Ｃ　継続

「青梅市宅地開発等指導要綱」を廃
止し、「青梅市開発行為等の基準お
よび手続に関する条例」を平成16年
12月27日に制定し、平成17年4月1
日から施行。

「青梅市開発行為等の基準および
手続に関する条例」にもとづき指導
を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

引き続き、「青梅市開発行為等の基
準および手続に関する条例」にもと
づき指導を行う。

34 ③

「公営住宅ストック総合活用
計画」にもとづき市営住宅の
維持・修繕を実施するととも
に、居住者の理解を得なが
ら、木造市営住宅の解体を進
めます。

③

「青梅市公営住宅ストック総
合活用計画」にもとづき、市
営住宅の維持・修繕を実施
し、入居者の住環境の改善を
図るとともに、適正な入居者
管理を推進します。

Ｃ　継続
市営住宅の耐震診断・改修を実施
した。

平成21年度の河辺第1住宅に引き
続き、河辺第2住宅の耐震改修工
事を実施した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

平成23年度は富岡第2住宅、平成
24年度は藤橋第1・2住宅の耐震改
修工事を予定。

①市営住
宅の改修
②市営住
宅の耐震
診断・補強
計画

35 ④

生活道路、公園、広場の充
実・整備、下水道の整備な
ど、市街地の居住環境の向
上を図ります。

Ｃ　継続

生活道路の整備については、パト
ロールや市民等からの要望により、
修繕・補修工事を実施して安全で安
心できる通行状況を整備している。

生活道路の整備については、パト
ロールや市民等からの要望により、
修繕・補修工事を実施して安全で安
心できる通行状況を整備している。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

今後も歩行者と車両が安全で安心
な整備を継続する。

　公園・広場の充実、整備について
は、長期計画での整備目標は達成
された。

公園・広場の充実に向けて、管理方
法などを検討を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

管理方法の検討

　未普及地区である第3期、小曾木
事業区域等への下水道汚水管整
備を進め、生活環境の向上に努め
た。

　未普及地域である第3期、小曾木
事業区域等へ、下水道汚水管の整
備(23ha)を進めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　平成18年度に事業計画を定めた
第3期および小曾木事業区域の汚
水管整備（88ha）を進める。

36 ⑤
都営住宅の充実・整備を東京
都に働き掛けます。

Ｃ　継続
東京都市長会を通じて要望書を提
出した。

東京都市長会を通じて要望書を提
出した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

引き続き東京都市長会を通じて要
望書を提出する。

第2節　生活環境の整備　第2　住宅　(2)　住宅整備への支援と高齢者社会への対応

37 ①

住宅に関する総合的な情報
提供、相談を行う体制づくりを
進め、マンション建替え円滑
化法などへの対応を図りま
す。

Ｃ　継続 特に対応なし。 特に対応なし
E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

今後必要に応じ、その体制づくりを
進める。

38 ②

高齢者や障害者が自立して、
安全に日常生活を送ることが
できる住まいづくりを促進する
ため、保健・医療・福祉部門
や建築関係業種などとの連
携を図り、バリアフリー化リ
フォームへの相談体制を充実
します。

①

高齢者や障害者などが、安全
に日常生活を送ることができ
るよう、住宅のバリアフリー化
を推進します。

Ｃ　継続
住宅マスタープラン策定の中で基
本的な体系の検討を進めた。

住宅マスタープランの策定の中で
基本的事項を検討した。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

事業者と行政をつなぐ仕組みづくり
について検討する。

39

身体障害者等が、自己の所有する
住宅をバリアフリー化することで、継
続して社会生活が営めるように支
援を行っている。今後も、継続して
相談に応じ、必要な支援を実施する
予定である。

 身体障害者等が、自己の所有する
住宅をバリアフリー化するため、住
宅改修経費の一部を補助した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　引き続き、身体障害者等が自己
の所有する住宅のバリアフリー化に
対して相談に応じ、必要な支援を実
施する予定である。

身体障害者等が、自己の所有する
住宅をバリアフリー化することで、継
続して社会生活が営めるように支
援を行っている。今後も、継続して
相談に応じ、必要な支援を実施する
予定である。

高齢者等が、自己の所有する住宅
をバリアフリー化することで、継続し
て社会生活が営めるように支援を
行った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

今後も、継続して相談に応じ、必要
な支援を実施する予定である。

40 ③

住宅関連資金の融資制度に
ついて、広く市民に情報提供
を行い、利用の促進を図りま
す。

②

住宅関連資金の融資制度に
ついて、広く市民に情報提供
を行い、利用の促進を図りま
す。

Ｃ　継続
住宅関連誌への情報提供など多角
的に行った。

平成23年度からの融資枠拡大を検
討した。
また、情報の発信に努めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

利用しやすい融資制度への要綱改
正を行った。（拡大・緩和措置）
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第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

第2節　生活環境の整備　第3　公園・緑地　(1)　公園・緑地の充実・整備

41 ①

「緑の基本計画」の見直しを
進め、総合的・計画的な公園
や緑地の充実・整備を図りま
す。

①

「青梅市緑の基本計画」の見
直しを進め、総合的・計画的
な公園や緑地の充実・整備を
図ります。

Ｂ　新規・拡
充

　永山北部丘陵の特別緑地保全地
区の指定に伴い一部見直しを実施
した。

現状は手つかずの状況であるが、
目標年次が平成22年度までの設定
あるため、早期に取り組む必要が
ある。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

現在策定されている「緑の基本計
画」は、目標年次が平成22年度まで
の設定あるため、早期に見直す必
要があるものの、青梅市総合長期
計画の見直し時期も近づいてきて
いることから、長計の見直しに合わ
せて改訂を行っていく。

緑の基本
計画の改
訂

42 ②

子どもたちの身近な遊び場、
親同士や高齢者の交流の場
として、街区公園や児童遊園
などの身近な公園の充実を
図ります。

②

子どもたちの身近な遊び場、
親同士や高齢者の交流の場
として、街区公園や児童遊園
などの身近な公園の活用を
図ります。

Ｃ　継続 ・取組は特に実施していない。

市民の生涯学習成果の発表の場と
して釜の淵公園において生涯学習
フェスティバル・釜の淵新緑祭を開
催

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

43

公園にある遊具の安全点検や必要
に応じた整備を行うとともに、街区
公園に健康遊具の設置するなど、
成人および高齢者へ利用促進を
行った。

遊具の安全点検や整備、健康遊具
等の適切な管理を行い、子どもから
高齢者までが交流の場としての維
持に努めた。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

施設および遊具については、修繕
等を必要に応じて実施し、『公園施
設等長寿命化計画』の策定に向け
た検証へ

44 ③
永山公園整備計画の見直し、
散策路、休憩地の整備などを
進めます。

③
「永山公園整備計画」の見直
し、散策路、休憩場所の整備
などを進めます。

Ｂ　新規・拡
充

　永山公園の散策路整備について
は、一定の整備が完了しているが、
休憩場所の整備が今後の課題であ
る。

永山公園内の桜見本園の園路整
備を予算化した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

桜見本園の園路整備
永山公園
の整備

45 ④
多摩川親水施設の整備を促
進し、市民が川とふれあう機
会づくりを進めます。

④
多摩川親水施設の整備を促
進し、市民が川とふれあう機
会づくりを進めます。

Ｃ　継続
　事業推進のため関係各課と検討
を行ない、京浜工事事務所との調
整を開始した。

　事業推進のため関係各課と検討
を行ない、京浜工事事務所との調
整を行った。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

継続実施

“水辺の楽校”基盤整備と関連し
て、平成21年度まで毎年、国土交
通省京浜河川事務所に対して、整
備を要請してきた。

実績なし
政権交代により要望事項について
の調査がなくなったため

― なし

46 ⑤

霞川調節池の上部利用につ
いては、市民の意向を把握す
るとともに都とも連携を図りな
がら、公園や広場としての整
備を進めます。

Ｃ　継続

　調節地上部の利用については、
市民の意向を踏まえ整備工事を進
めたことにより、初期の目標は達成
された。

　18年度から整備に着手し、22年度
に園路等の整備を行い事業を完了
した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　目的を達成した。

47 ⑥

段差の解消や「だれでもトイ
レ」の設置などにより、すべて
の人が公園を安全で快適に
利用できるよう施設の改善を
図ります。

Ｃ　継続

　公園トイレのバリアフリー化につい
て、（仮称）長淵3丁目公園および
（仮称）霞川調節地上部広場に、だ
れでもトイレを設置した。

22年度の実績なし

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

継続実施
公園トイレ
のバリアフ
リー化

48 ⑦

吹上しょうぶ公園は、ハナショ
ウブのほか、春から秋へと季
節の花が楽しめるような公園
の整備と施設の充実を図りま
す。

⑤

吹上しょうぶ公園は、ハナショ
ウブのほか、春から秋へと季
節の花が楽しめるような公園
の整備と施設の充実を図りま
す。

Ｃ　継続

　北側斜面地に春から秋へ季節が
楽しめるよう、キキョウ・リコリス等
の植栽を行なったが管理面の対応
が必要である。。水路については計
画的に既設水路の整備を実施し施
設の充実を図っている。

　既設水路の整備を一部実施した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

　花しょうぶの栽培・肥培や北側斜
面地や池周辺の植栽等の計画的な
管理態勢の確立

49 ⑧
震災時などの防災拠点とし
て、防災水利の整備など、公
園の防災機能を高めます。

⑥

震災時における一次避難所と
して、また、消防水利の整備
など、公園の防災機能を高め
ます。

Ｃ　継続
平成21年度に長淵3丁目内の公園
へ防火水槽を設置した。

実績なし
B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

実施可能場所について検討する。

　長淵3丁目市営住宅跡地に整備し
た公園については、公園整備に合
わせて防火水槽を設置した。

　新田山公園整備に当たり防災機
能に配慮し、かまど式ベンチを設置
した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

　畑中3丁目公園の整備に当たり、
かまど式ベンチの設置や防火水槽
の設置場所の確保に努める。

50 ⑨
公園台帳・図面管理について
はＯＡを活用し、効率的管理
を進めます。

Ｃ　継続
公園台帳の電子データへの移行を
実施。

公園台帳を電子電子データへ移行
実施を随時行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

存在する公園等図面データの電子
化実施

第2節　生活環境の整備　第3　公園・緑地　(2)　市民参画による公園・緑地の管理

51 ①
市有地等を活用した市民参
画による公園の整備と管理を
検討します。

①

霞川調節池の上部、新田山
調整池跡地、長淵3丁目市営
住宅跡地など、市有地等を活
用した市民参画による公園や
広場の整備と管理を進めま
す。

Ｂ　新規・拡
充

市民参画による公園づくりとして、
霞川調節池の上部は18年度から整
備を始め継続的実施している。長
淵3丁目市営住宅跡地は20年度に
広場21年度に公園として整備を実
施した。管理についても地元へお願
いしている。

　長淵3丁目市営住宅跡地について
市民参画による管理を行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

　霞川調節池の上部、新田山調整
池跡地の公園について、市民参画
による管理を行っていく。

市民参画に
よる公園づ
くり

52 ②
吹上しょうぶ公園と梅の公園
は、ガイドボランティアの充実
に努めます。

②
吹上しょうぶ公園と梅の公園
は、ガイドボランティアの充実
に努めます。

Ｃ　継続

　吹上しょうぶ公園のガイドボラン
ティアについては、花しょうぶまつり
に定着しており初期の目的は達成
されている。

　吹上しょうぶまつり期間中（25日
間）に延べ140人のガイドボランティ
アが活動した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　23年度以降、吹上しょうぶまつり
を観光事業の一環として展開してい
く。
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快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

平成22年3月現在、31名の方がボラ
ンティアとして登録しております。ガ
イドの話し方・マナー、梅樹につい
ての知識はもとより、青梅市の歴史
や梅以外の植物についての講習会
も行い、知識の向上に努めていま
す。公園内のガイド以外にもテレビ
局の取材にも積極的に出演してお
り、ガイドが目的で梅の公園に来ら
れる方も多くいる。

平成22年度新規登録5名、既登録
31名、合計36名がガイドボランティ
アとして登録し、24日間、述べ139名
が梅の公園にてガイドを行った。な
お、東日本大震災に伴い3月21日を
もって梅まつりを終了した。またガイ
ド講習会を4回行い、知識の向上に
努めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

平成23年度から吹上しょうぶ公園
のガイドボランティアも所管し、梅の
公園と共により青梅の魅力をアピー
ルできるよう努める。

53 ③

公園遊具の安全点検にもとづ
く更新整備を進めるとともに、
ボランティアの協力を得なが
ら、市民による公園管理を目
指します。

③

公園遊具の安全点検にもとづ
く更新整備を進めるとともに、
ボランティアの協力を得なが
ら、市民による公園管理を目
指します。

Ｃ　継続

①ボランティアにより大塚山いこい
の森管理地部分の草刈り等を行っ
た。
②登録ボランティアによる永山公園
の一部の管理地および新田山公園
の植栽部分において、草刈りおよび
支障木の伐採等を行った。

①ボランティアにより大塚山いこい
の森管理地部分の草刈り等を行っ
た。（2回実施）
②登録ボランティアによる永山公園
の一部の管理地および新田山公園
の植栽部分において、草刈りおよび
支障木の伐採等を行った。（9回実
施）

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

継続実施

①大塚山い
こいの森の
整備
②ボラン
ティアによ
る公園・緑
地の管理

第2節　生活環境の整備　第3　公園・緑地　(3)　緑地の保全

54 ①

崖線緑地、平地林など、市街
地内の緑地については、既存
の保全制度の活用とともに
「青梅市緑地保全条例（仮
称）」を制定し、樹林地の保全
を図ります。

①

崖線緑地、平地林など、市街
地内の緑地については、既存
の保全制度の活用とともに
「青梅市緑地保全条例（仮
称）」を制定し、樹林地の保全
を図ります。

Ｃ　継続
　未達成の状況であるが、目的達
成に向けて継続的に取り組む必要
がある。

現状は手つかずの状況であるが、
早期に取り組む必要がある。

E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

　早期に取り組む必要はあるが、緑
の基本計画の改定時期がきている
ため、改訂後に取り組む。

①釜の淵
緑地の整
備
②市街地に
おける樹林
地の保全

第2節　生活環境の整備　第3　公園・緑地　(4)　緑化の促進

55 ①

公園、道路、その他の公共公
益施設や事業所、住宅などの
民有地緑化、ブロック塀の生
け垣化などを促進するととも
に生け垣維持への助成策を
検討し、安全で潤いのあるま
ちづくりを進めます。

①

公園、道路、その他の公共公
益施設や事業所、住宅などの
民有地緑化、ブロック塀の生
け垣化などを促進するととも
に生け垣維持への助成策を
検討し、安全で潤いのあるま
ちづくりを進めます。

Ｃ　継続

　生け垣の助成事業については、
着実に事業を進めているものの、生
け垣維持へ向けた要綱の見直しが
課題となっている。

　助成事業の実績　生け垣設置件
数4件、設置延長L＝35.5ｍ　生け垣
維持については、市町村の状況を
調査した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

　生け垣の保全も含め、国や都の
動向を含め他市町村の状況を調査
していく。

生け垣助成

56 ②

緑地ボランティア活動、緑の
普及啓発事業、「広報おう
め」、ホームページなどを通じ
て、市民の緑化意識の向上
に努めます。

②

緑地ボランティア活動、緑の
普及啓発事業、「広報おう
め」、ホームページなどを通じ
て、市民の緑化意識の向上
に努めます。

Ｃ　継続
　市民緑化の意識向上へ向けて、
広報おうめおよびホームページにお
いて努めている。

産業観光まつりにて緑化啓発を実
施、緑地管理ボランティア新規会員
を広報を利用して募集した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続実施
緑の普及
啓発事業

第2節　生活環境の整備　第4　河川等　(1)　河川整備と防災機能の向上

57 ①

準用河川や普通河川の実態
調査を実施しながら、防災機
能や生態系に配慮した工法
の選択、水質の保全などを計
画的に推進します。

①

準用河川や普通河川の実態
調査を実施しながら、防災機
能や生態系に配慮した工法
の選択、水質の保全などを計
画的に推進します。

Ｃ　継続
河川区域の流路の実態調査につい
ては、平成20年度から開始し平成
24年度に達成する予定である。

河川区域の流路の実態調査につい
ては、平成20年度から開始し平成
24年度に達成する予定である。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

河川区域の流路の実態調査は、平
成24年度に終了するが、不法占用
や土砂たい積などの防止のため日
常的に監察を行う。

河川の維持補修工事の実施につい
ては、生態系や水質の保全に配慮
を行っている。

河川の維持補修工事の実施にあた
り、生態系や水質の保全には、常に
配慮を行っている。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

河川の維持補修工事の実施にあた
り、生態系や水質の保全には、常に
配慮を行う。

58 ②

地方分権一括法の施行に伴
う国有財産特別措置法の一
部改正により、国から譲与を
受けた水路等の適正な管理
を推進します。

②

「地方分権一括法」の施行に
伴う「国有財産特別措置法」
の一部改正により、国から譲
与を受けた水路等の適正な
管理を推進します。

Ｃ　継続

平成17年度に台帳の拡充を図るた
め、サーバー更新に合わせシステ
ムを改修した。実態調査結果を台
帳に反映し目的達成する予定であ
る。

平成17年度に台帳の拡充を図るた
め、サーバー更新に合わせシステ
ムを改修した。実態調査結果を台
帳に反映し目的達成する予定であ
る。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

平成24年9月から新サーバーに変
更する予定である。

河川管理
台帳整備
事業

59 ③
自然環境に配慮しながら、河
川の治水機能向上のための
整備を促進します。

③
自然環境に配慮しながら、河
川の治水機能向上のための
整備を促進します。

Ｃ　継続

　大門川の溢水箇所における対策
を実施して以降、溢水は確認されて
いない。また、沢や堀などの小河川
においても治水機能の向上を図る
ことが出来、事業効果は大きい。
　大門川については、今後、都の霞
川改修事業に併せ、合流部分の対
応を実施した上で、順次、上流へ向
け整備を図る。

　東京都の霞川改修事業に併せた
対応を図るため、東京都の事業進
捗状況を把握しながら、大門川の
改修計画を策定した。
　また、降雨時の大門川の状況等
の把握に努めた。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

　引き続き東京都の事業に協力し
ながら、大門川の改修に向けた対
応を図る。
　平成25年度工事へ向け、設計等
を実施するが、あくまで都の事業の
進捗に併せる必要がある。

河川改修

60 ④

霞川は、都市計画河川とし
て、豊かな水辺環境の復元を
めざし、改修計画にもとづき、
自然に配慮し、親水性のある
整備を東京都へ要望します。

④

霞川は、都市計画河川とし
て、豊かな水辺環境の復元を
めざし、改修計画にもとづき
自然に配慮し親水性のある
整備を東京都へ要望します。

Ｃ　継続

平成21年度まで、東京都西多摩建
設事務所および東京都建設局へ要
請してきた。
今後も、事業認可区間の整備完成
に向けて要請していく。

東京都西多摩建設事務所および東
京都建設局へ事業認可区間の整
備完成に向けて要請した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

東京都西多摩建設事務所および東
京都建設局へ、事業認可区間の整
備完成に向けて要請を継続してい
く。

　関連する事業として、霞川調節地
の上部については都から占用許可
を受けて整備工事を実施しており、
22年度に完了した。

　関連する事業として、公園整備工
事を実施した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

-
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前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

61 ⑤

成木川、黒沢川などは、危険
箇所の改修促進とともに、自
然環境や親水性に配慮した
整備を東京都へ要望します。
また、下水道計画による整備
を進め自然環境を守ります。

⑤

成木川、黒沢川などは、危険
箇所の改修促進とともに、自
然環境や親水性に配慮した
整備を東京都へ要望します。
また、下水道計画による整備
を進め自然環境を守ります。

Ｃ　継続

平成21年度まで、地元の要望等を
ふまえ、危険箇所の改修を東京都
西多摩建設事務所に要請してき
た。

地元の要望等をふまえ、危険箇所
の改修を東京都西多摩建設事務所
に要請した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

地元の要望等をふまえ、危険箇所
の改修を東京都西多摩建設事務所
に要請を継続していく。

第2節　生活環境の整備　第4　河川等　(2)　潤いのある水辺環境づくり

62 ①

公共下水道の整備を推進す
るとともに、「広報おうめ」によ
る啓発活動、ごみのポイ捨て
防止、バーベキューの利用規
制、生活排水や事業所排水
の浄化、肥料・農薬の適正使
用などにより、河川の水質汚
濁の防止を図り、河川の浄化
に努めます。

①

公共下水道の整備を推進す
るとともに、「広報おうめ」によ
る啓発活動、ごみのポイ捨て
防止、バーベキューの利用規
制、生活排水や事業所排水
の浄化、肥料・農薬の適正使
用などにより、河川の水質汚
濁の防止を図り、河川の浄化
に努めます。

Ｃ　継続

「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふ
んの放置の防止ならびに路上喫煙
の制限に関する条例」の施行と、こ
れにともなう広報等の啓発活動を
実施した。

「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふ
んの放置の防止ならびに路上喫煙
の制限に関する条例」の施行と、こ
れにともなう広報等の啓発活動を
実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

青梅、東青梅、河辺の主要3駅頭に
設定した美化推進重点地区におけ
る巡回活動や、自治会連合会によ
る啓発活動を通じ、啓発を進めてい
く。

環境美化委員連合会により河川敷
のバーベキュー客等に対するごみ
持ち帰り指導と美化活動を実施し
た。

環境美化委員連合会により河川敷
のバーベキュー客等に対するごみ
持ち帰り指導と美化活動を実施し
た。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続き環境美化委員連合会によ
り河川敷のバーベキュー客等に対
するごみ持ち帰り指導と美化活動を
実施し、美化意識の向上に努めた
い。

　河川の水質汚濁の防止を図るた
め、未普及地区である第3期、小曾
木事業区域等への下水道汚水管
整備を進めた。

　未普及地域である第3期、小曾木
事業区域等へ、下水道汚水管の整
備(23ha)を進めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　平成18年度に事業計画を定めた
第3期および小曾木事業区域の汚
水管整備（88ha）を進める。

63 ②

河川環境の保全などに関わ
るＮＰＯやボランティアへの支
援と、活動の促進を図りま
す。

②
河川環境の保全などに関わ
るＮＰＯやボランティアへの支
援と活動の促進を図ります。

Ｃ　継続
平成20年度に「水辺の連絡会」を発
足し、協働事業を展開中である。

4つの市民団体との間で、ガサガサ
水辺の探検隊他、全部で6回の事
業を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

青梅子どもの水辺協議会の登録と
既存事業の充実・拡大を図る。

64 ③

渓流カヌーや渓流釣りのメッ
カとして、水辺のスポーツの
振興を図るとともに、水辺に
親しむ施設整備により河川の
親水機能の向上を図ります。

③

渓流カヌーや渓流釣りのメッ
カとして、水辺のスポーツの
振興を図るとともに、水辺に
親しむ施設整備により河川の
親水機能の向上を図ります。

Ｃ　継続

多摩川へのアクセスを向上させるた
めの施設整備については、平成21
年度まで、国土交通省京浜河川事
務所へ左岸・右岸ともに要請してき
た。
長淵地内では、堤防設置に合わせ
て河川へ下りていく階段が設置され
た。

多摩川へのアクセスを向上させるた
めの施設整備について、国土交通
省京浜河川事務所へ左岸・右岸と
もに要請してきた。

―
今後も、必要と考えられる部分、地
元の要望がある部分等について、
国への要請を行っていく。

多摩川親
水施設の
整備

　未達成であるが、多摩川親水施
設の整備については、関係課と検
討を行ない国との調整を進めてい
る。

22年度の実績なし
E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

継続実施
多摩川親
水施設の
整備

第2節　生活環境の整備　第5　上水道　(1)　安定した水の供給

65 ①

未給水地区の解消に向けて
配水管の整備を進めるととも
に、老朽化している施設の改
修に努めます。

①
漏水防止の目的から、連合線
解消に向けて配水管の整備
を進めます。

Ｂ　新規・拡
充

成木8丁目（白岩地区）未給水地区
の解消を目的に、平成22、23年度
に配水管の整備予定、増圧ポンプ
施設は平成24年度に水道局におい
て整備予定である。
漏水防止目的での連合線の解消に
ついては、漏水履歴がある箇所を
選定し実施した。

成木8丁目（白岩地区）未給水地区
の解消を目的に、配水管新設整備
として内径75㎜ 延長約1,880ｍを実
施した。また、漏水防止を目的とし
た連合線の解消や管路のループ化
等を目的に、内軽75～500㎜延長約
3,140ｍの配水管新設整備を実施し
た。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

受託水道事業の段階的な解消が進
められ、平成24年度（平成24年4月1
日から）受託水道事業の全てが解
消され、東京都水道局に一元化さ
れることから、平成23年度について
は、配水管の新設整備のほか、受
託水道事業の移行に向けた引継ぎ
等の事務を実施する。

①配水管
新設事業
②施設の
老朽化に伴
う整備事業

66 ②

塩化ビニル管や無ライニング
管の取替えなどを計画的に
推進し、有収率の向上を図り
ます。

②
経年管や初期ダクタイル管を
計画的に取り替え、配水管の
耐震性の向上に努めます。

Ｂ　新規・拡
充

計画以上の事業を行うことができ
た。

概ね計画どおり事業を実施した。
B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

受託水道事業の段階的な解消が進
められ、平成24年度（平成24年4月1
日から）受託水道事業の全てが解
消され、東京都水道局に一元化さ
れる。

配水管布
設替事業

67 ③

浄水所の浄水方法について、
さらに安全で確実なものにす
るために、順次膜ろ過方式
（注）の導入を促進します。
注）膜ろ過方式：沈殿池を使
わずに、膜の微細な孔に原水
を通過させるろ過方式で、細
菌やウィルスなどを完全に除
去できる。

③

浄水所の浄水方法について、
さらに安全で確実なものにす
るために、東京都で整備中の
日向和田浄水所、成木浄水
所における膜ろ過方式（注）
の整備を促進します。

Ｃ　継続

平成16年度から全面改造工事を
行っていた日向和田浄水所が平成
20年7月に、平成19年度から整備を
進めていた成木浄水所が平成22年
5月に完成し膜ろ過方式による浄水
処理を開始した。

平成16年度から全面改造工事を
行っていた日向和田浄水所が平成
20年7月に、平成19年度から整備を
進めていた成木浄水所が平成22年
5月に完成し膜ろ過方式による浄水
処理を開始した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

受託水道事業の段階的な解消が進
められ、平成24年度（平成24年4月1
日から）受託水道事業の全てが解
消され、東京都水道局に一元化さ
れる。

膜ろ過方式
導入

68 ④

水道月間行事の水道なんで
も相談、生涯学習の場、「広
報おうめ」を活用し、水資源の
大切さや節水方法などの啓
発を図ります。

④

水道月間行事の水道なんで
も相談、生涯学習の場、「広
報おうめ」を活用し、水資源の
大切さや節水方法などの啓
発を図ります。

Ｃ　継続

平成15年9月青梅市民センターにお
いて、老壮大学、長寿会を対象に水
道出前講座を実施、平成19年1月に
河辺市民センターで消費者団体を
対象に出前講座を実施した。また、
毎年、水道月間行事として市役所
玄関ホールで「水道なんでも相談」
を実施した。

今年も水道月間行事として市役所
玄関ホールで「水道なんでも相談」
を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

受託水道事業の段階的な解消が進
められ、平成24年度（平成24年4月1
日から）受託水道事業の全てが解
消され、東京都水道局に一元化さ
れる。

第2節　生活環境の整備　第6　下水道　(1)　全市水洗化

69 ①

小曾木・成木事業区域の公
共下水道は、地域のまちづく
りとの整合を図り、住民の理
解を得ながら、多摩川上流処
理区へ編入し、整備を推進し
ます。

①

第3期および小曾木事業区域
の汚水排水施設の整備を進
めます。
なお、事業の進捗状況に合わ
せた公平な受益者負担を図り
ます。

Ｂ　新規・拡
充

第3期および小曾木事業区域ともに
おおむね整備計画により事業を進
めている。

　未普及地域である第3期、小曾木
事業区域等へ、下水道汚水管の整
備(23ha)を進めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　平成18年度に事業計画を定めた
第3期および小曾木事業区域の汚
水管整備（88ha）を進める。

下水道（汚
水）整備
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前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

負担区ごとに適正な受益者負担金
額を算出し、事業の進捗状況に合
わせた公平な受益者負担金の賦
課、徴収を実施した。

　小曾木事業区域について新たに
負担区を定め、受益者負担金の賦
課・徴収を開始した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　引き続き、工事の進捗状況に合わ
せて、小曾木地区等への新規賦課
徴収を継続する。

下水道（汚
水）整備

70 ②
第3期事業区域は、多摩川上
流処理区として整備を推進し
ます。

②
御岳山および成木事業区域
の整備事業計画の作成を進
めます。

Ｂ　新規・拡
充

　御岳山、成木事業区域ともに、ほ
ぼ計画どおり進んでいる。

　御岳山、成木事業区域ともに、基
本設計を実施した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　下水道汚水管の次期整備計画を
作成し、法にもとづく事業計画の認
可を取得する。

71 ③
第1期、2期区域の未整備箇
所の解消に努めます。

Ｃ　継続
　第1期事業区域については、平成
22年度に整備完了見込みである。

　第1期事業区域については、3箇
所の枝線整備工事を実施し、整備
が完了した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　第2期事業区域の未整備箇所の
解消に努める

72 ④

中継ポンプ場の施設改修を
推進し、管きょなど下水道施
設の適正な維持管理を行い
ます。

③
汚水中継ポンプ場の計画的
な施設改修と管路施設の適
正な維持管理を行います。

Ｃ　継続

　ポンプ場改修については、計画ど
おり行うことができた。
　管路施設等の管理についても適
正に行えた。

　ポンプ場改修については、平成10
年度に作成した公共下水道中継ポ
ンプ場施設改築・修繕全体計画に
もとづき、日向和田第二汚水中継
ポンプ場電気設備改修工事を実施
した。管路施設等の管理についても
適正に行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　公共下水道中継ポンプ場施設改
築・修繕全体計画にもとづき、日向
和田第二ポンプ場および北部汚水
中継ポンプ場の設備改修工事を実
施する。
　また、北部汚水中継ポンプ場の設
備改修にあたっては、国の補助制
度（長寿命化制度）を活用するため
に、5年間を計画期間とする長寿命
化計画を策定し、設備改修に着手
する必要がある。

73 ⑤
水洗便所改造資金貸付事業
の周知等により、水洗化率の
向上を図ります。

④
水洗便所改造資金貸付事業
の周知等により、水洗化率の
向上を図ります。

Ｃ　継続

　全市水洗化に向けて新供用開始
区域等に対し、水洗便所改造資金
貸付事業の周知等を行った。また、
水洗便所改造資金貸付規則の一
部改正を実施し、資金の貸付限度
額等を改正した。

新供用開始区域（主に御岳本町地
区）に対し戸別訪問し、早期接続の
依頼と水洗便所改造資金貸付事業
等の周知を行った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続き、新供用開始区域（主に御
岳、二俣尾地区）に対し戸別訪問
し、早期接続の依頼と合わせて、水
洗便所改造資金貸付事業等の周
知を行う。

第2節　生活環境の整備　第6　下水道　(2)　雨水対策の推進

74 ①

多摩川上流流域下水道雨水
幹線の整備に併せて、東部
地区の雨水管きょを整備し、
いっすい溢水の解消を進めま
す。

①
東部地区における雨水排水
施設の整備を進めます。

Ｃ　継続
　当面の雨水排水施設整備につい
ては、完了した。

　既設排水施設の排水能力を確保
するため、口径600ｍｍの雨水管63
メートルの整備を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　今後の溢水状況等によっては、雨
水管の整備を検討する。

下水道（雨
水）整備

75 ②

雨水浸透施設等助成制度を
設け、雨水浸透ますの普及に
よる、地下水のかん養と治水
効果を図ります。

②

雨水浸透施設等助成制度に
より、雨水浸透ますを普及し、
地下水のかん養と治水効果
を図ります。

Ｃ　継続

　雨水浸透施設については、目的
達成ための有効な手段であること
から、このまま継続して行う必要が
ある。

雨水浸透ます45件・198個・6178千
円を実施した。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

前年の事業内容で継続して進め
る。目標達成には、長期的取り組み
が必要。

雨水浸透
施設等助
成制度

76 ③
豪雨時における溢水浸水被
害箇所防止のため雨水対策
施設の整備を進めます。

Ｃ　継続

　道路排水施設については、雨水
管、側溝、集水桝の新設、補修等に
より、道路冠水、宅地への雨水流入
の抑制など、適切な対応を図ってき
た。
　今後も、整備が必要な場合は、速
やかに実施する必要がある。

　道路排水施設については、側溝、
集水桝の新設、補修等により、道路
冠水、宅地への雨水流入の抑制な
ど、適切な対応を図った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　引き続き排水方法の改善検討等
も含め、対応する。

雨水対策
施設整備

第2節　生活環境の整備　第7　環境衛生・環境美化　(1)　市民斎場等の整備（前期　火葬場等の整備）

77 ①

老朽化した火葬場について、
近代的な機能を備えた施設と
して改築を進めます。また、
併せて利便性の向上に向け
て、火葬場と斎場を結ぶ地下
連絡通路の整備を進めます。

①

開設から10年を経過する市民
斎場について、計画的な改修
を行い、安全性の確保と良好
な環境を整備します。

Ｃ　継続

　火葬場については、平成19年2月
に改修済み。
　市民斎場については、予定してい
た改修は平成24年には終了する見
込みである。

屋上等防水工事および外部鉄部塗
装修繕を行なった。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

外壁タイル補修、エレベーターの遮
煙、防火戸の設置

①火葬場
改修
②市民斎
場の整備

78 ③
利用者の利便性向上のた
め、駐車台数の増加に努めま
す。

②
市民斎場・火葬場利用者の
利便性向上のため、駐車台
数の増加に努めます。

Ｃ　継続
　平成19年に火葬場駐車場を整備
し、駐車台数の増加に努めた。

引き続き駐車場の増加および整備
に
努める。

E 現在ほとんど
手をつけていな
い（10%以下）

引き続き駐車場の増加および整備
に
努める。

79 ②

墓地公園の通路、緩衝山林
を整備し周辺環境や景観に
ふさわしい安全で安らぎのあ
る維持管理を図ります。

③

墓地公園の通路、緩衝山林
を整備し周辺環境や景観に
ふさわしい安全で安らぎのあ
る維持管理を図ります。

Ｃ　継続
　平成19年に火葬場駐車場を整備
する際に、駐車場への通路を整備
した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

老朽化しつつある園内の通路の整
備補修、緩衝山林における倒壊の
恐れのある樹木の除去などを実施
している。

老朽化しつつある園内の通路の整
備補修、緩衝山林における倒壊の
恐れのある樹木の除去などを実施
している。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

積み石によるよう壁・階段補修を
行って転落防止柵を設置する。

第2節　生活環境の整備　第7　環境衛生・環境美化　(2)　環境美化の推進

80 ②

子どもの時からの環境教育
の推進や各地区・団体などに
よる清掃ボランティア活動を
促進するとともに、市民、事業
者、観光客への啓発に努め、
ごみのポイ捨て防止やごみの
持ち帰り運動の拡大を図りま
す。

①

環境学習の推進や各地区・
団体などによる環境美化活動
を促進するとともに、市民や
観光客への啓発に努め、ご
みのポイ捨て防止やごみの
持ち帰り運動の推進を図りま
す。また、あき地の管理につ
いて、監視、指導に努めま
す。

Ｃ　継続

「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふ
んの放置の防止ならびに路上喫煙
の制限に関する条例」の施行と、こ
れにともなう広報等の啓発活動を
実施した。

「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふ
んの放置の防止ならびに路上喫煙
の制限に関する条例」の施行にとも
ない、駅頭キャンペーンや巡回活
動、広報等を通じて啓発に努めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

自治会連合会、たばこ税増収協議
会、日本たばこ産業等と連携し、引
き続き啓発に努める。
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第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

ごみ減量講座により環境学習の推
進を図った。また、各種団体による
環境美化活動を推進した。

ごみ減量講座により環境学習の推
進を図った。
各種団体による環境美化活動を推
進した。
不法投棄防止のためのパトロール
を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続きごみ減量講座により環境
学習の推進を図りたい。また、各種
団体による環境美化活動を推進し
たい。
引き続き不法投棄防止のためのパ
トロールを実施したい。

81 ①

警察や郵便局、新聞販売店、
森林組合、タクシー会社など
との連携を図りながら、不法
投棄の摘発と未然防止に努
めます。

②

警察や郵便局、新聞販売店、
森林組合、タクシー会社およ
び市民と連携・協力を図りな
がら、不法投棄の摘発と未然
防止に努めます。

Ｃ　継続
情報提供の入手は、数少ないた
め、連絡体制の見直しの必要あり。

郵便局員からの情報提供が数件
あった。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

郵便局など「不法投棄にかかる情
報提供サービスに関する覚書」を締
結している事業所の連絡会議を開
催し、情報提供を求めていく。

不法投棄
防止監視
活動協定

第2節　生活環境の整備　第7　環境衛生・環境美化　(3)　生活環境の整備

82 ①

計画的に公衆トイレの水洗化
を進め、水洗化が困難な地域
においては、バイオトイレの設
置を進めます。

①

公衆トイレについて、水洗化
を図るとともに水洗化が困難
な地域においてはバイオトイ
レへの更新を図ります。また、
東青梅北口トイレは駅前整備
事業に合わせて整備を図りま
す。

Ｂ　新規・拡
充

公衆トイレの水洗化については、
「とうきょうトイレ整備事業」の補助
金を受け平成22年度末に設置する
見込みである。バイオトイレについ
ては、使用頻度・地元からの要望等
を勘案し、計画的に設置する。東青
梅北口トイレは駅前事業に合わせ
て計画を進めている。

公衆トイレの水洗化については、
「とうきょうトイレ整備事業」の補助
金を受け平成22年度末に1箇所実
施した。（長淵3丁目水泳場脇公衆
便所）

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

公衆トイレ
の更新整
備

83 ②

使用頻度の高い駅前トイレな
どについては、事業者による
清掃を維持し、その他のトイ
レについては、市民の協力を
得ながら地域での管理を促進
します。

②

使用頻度の高い駅前トイレの
清掃を徹底し、その他の公衆
トイレについては、市民の協
力を得ながら地域での管理を
促進します。

Ｃ　継続

駅前トイレの清掃については、委託
業者に対し、仕様書に基づいた清
掃を徹底するよう指導するととも
に、市職員によって定期的に清掃
状況の確認を行い、状況に応じて
監察を行っている。その他の公衆ト
イレについては、清掃を依頼してい
る市民の方々から毎月提出される
清掃報告書にて状況を確認し、必
要に応じて清掃状況を確認してい
る。

駅前トイレの清掃については、委託
業者に対し、仕様書に基づいた清
掃を徹底するよう指導するととも
に、市職員によって定期的に清掃
状況の確認を行い、状況に応じて
監察を行っている。その他の公衆ト
イレについては、清掃を依頼してい
る市民の方々から毎月提出される
清掃報告書にて状況を確認し、必
要に応じて清掃状況を確認してい
る。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。なお、平成23年度は、
緊急雇用創出事業を活用し、大規
模清掃を実施する予定である。

84 ③

公共下水道の整備と水洗化
の促進により、し尿処理量は
減少傾向にあります。公共下
水道への接続を促進しなが
ら、し尿と汚泥の運搬・処理
体制の維持に努めます。

③
公共下水道への接続を促進
しながら、し尿と汚泥の運搬・
処理体制の維持に努めます。

Ｃ　継続
処理施設機器の計画的な交換・更
新

し尿処理施設の中央監視盤制御装
置
を更新

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

し尿処理施設の長寿命化を図るた
め計画
的にポンプ類等を更新する。

し尿処理施
設機器更
新事業

第2節　生活環境の整備　第8　ごみ処理・リサイクル　(1)　ごみの減量化・再利用・再生利用

85 ①

ごみの減量化（リデュース）、
再利用（リユース）、資源の再
生利用（リサイクル）に、ごみ
の発生源となるものの受け入
れを断る（リフューズ）を加え
た4Ｒの取組を促進し、循環型
社会の実現を図ります。
このため、市民、事業者、行
政の連携により、ごみ減量・リ
サイクルの意識啓発、ごみの
発生抑制、資源物のリサイク
ルの仕組みづくり、排出され
たごみの適正処理を推進しま
す。

Ｂ　新規・拡
充

4Rの取り組みを促進し、循環型社
会の実現のため、ごみ分別ハンド
ブックの発行や、ごみ減量リサイク
ル通信、広報等を用いて資源ごみ
の分別、リサイクルの促進、ごみの
減量化を図った。

4Rの取り組みを促進し、循環型社
会の実現のため、ごみ分別ハンド
ブックの発行や、ごみ減量リサイク
ル通信等を用いて資源ごみの分
別、リサイクルの促進、ごみの減量
化を図った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

4Rの取り組みを促進し、循環型社
会の実現のため、ごみ分別ハンド
ブックの改定版「ごみ減量・リサイク
ルハンドブック」を活用し、ごみ減量
リサイクル通信等を用いて資源ごみ
の分別、リサイクルの促進、ごみの
減量化を図りたい。

ごみの排出
抑制と資源
化推進事
業

86 ①

学校、地域でのごみ減量・リ
サイクル・環境に関する講座
や「広報おうめ」を活用して、
市民のごみ問題への意識の
向上に努め、環境に配慮した
商品などを購入する消費者
（グリーンコンシューマー）に
向けて、市民活動を促進しま
す。

②

ごみ減量・リサイクル・環境に
関する講座や「広報おうめ」、
ホームページを活用して、市
民のごみ減量・リサイクル意
識の向上に努め、環境に配
慮した商品などを購入する消
費者（グリーンコンシュー
マー）を育てるための活動を
促進します。また、児童生徒
が環境問題やごみ問題への
理解を深めるための事業の
充実を図ります。

Ｃ　継続
ごみ減量講座により環境学習の推
進を図り、ごみ減量・リサイクル意
識の向上に努めた。

ごみ減量講座や環境学習等（30件・
1,353人）を行い、ごみ減量、リサイ
クル意識の向上に努めた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続きごみ減量講座や環境学習
の推進を図り、ごみ減量・リサイク
ル意識の向上に努めたい。

①市民環
境講座
②ごみ減量
講座

87 ②

住宅や家具などの長期使用、
使い捨て商品の使用削減、
過剰包装の抑制と買い物袋
の持参、期限切れ食品や調
理くずなどの生ごみの排出抑
制、水切りの徹底と生ごみ処
理機による生ごみの堆肥化な
ど、ごみの減量化を促進し、リ
ユース・リサイクルと併せて、
「市民一人1日100ｇのごみ削
減」（チャレンジ100）を進めま
す。

③

具体的な目標である「市民ひ
とり1日100ｇのごみ削減」（ご
み減量チャレンジ100）を引き
続き進めます。

Ｃ　継続

ごみ分別ハンドブックの発行や、ご
み減量リサイクル通信、広報等を用
いて資源ごみの分別、リサイクルの
促進、ごみの減量化を図った。目標
値760ｇについて平成21年度は783ｇ
までに近づいた。

ごみ分別ハンドブックの発行や、ご
み減量リサイクル通信、広報等を用
いて資源ごみの分別、リサイクルの
促進、ごみの減量化を図った。目標
値760ｇについて今年度は775ｇまで
に近づいた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続きごみ分別ハンドブックの発
行や、ごみ減量リサイクル通信、広
報等を用いて資源ごみの分別、リ
サイクルの促進、ごみの減量化を
図り、目標760ｇを達成したい。
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第5次総合長期計画　基本施策別検証シート　第1章

快適で安全な生活環境の街

前期の評価 事業計画

番
号

内容
番
号

内容
実績および見込みの検証
(達成に向けた課題含む)

資料7-2

番
号

基   本   施   策

前期基本計画

平成22年度実施検証

H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
しての課別評価

平成24年度までの取組予定および
目標達成の見込み

平成22年度の実績

後期基本計画

事業名

評価区分
Ａ　完了
Ｂ　新規・拡充
Ｃ　継続
Ｄ　反省・見直し
Ｅ　廃止

平成23年度検証

88 ④

「一般廃棄物処理基本計画」
の改訂を行うとともに、家庭で
のごみの分別の徹底と、収集
されたごみの再生利用（リサ
イクル）を促進し、ごみの減量
化を図ります。
また、給食残さなどの生ごみ
の減量に努め、たい肥等への
資源化に取り組みます。

Ｂ　新規・拡
充

平成18年3月に、一般廃棄物処理
基本計画を改訂した。
生ごみの堆肥化モニターについて
年2回、各回約30人で計画どおり行
うことができた。今後も推進する必
要があり継続する。

平成18年3月に、一般廃棄物処理
基本計画を改訂した。
生ごみの堆肥化モニターについて
年2回、各回約30人で計画どおり行
うことができた。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

平成24年3月に、一般廃棄物処理
基本計画を改訂する。
生ごみ堆肥化モニターは募集人員
を各回45人に拡大する。

①生ごみの
堆肥化推
進
②給食残さ
等生ごみの
資源化推
進事業
③環境保
全型農業
の推進事
業

②給食残さの減量については、調
理作業の工夫による野菜等の廃棄
部分の減少、および、栄養のバラン
スを考えながら、児童生徒の嗜好を
考慮した献立の提供などにより、食
べ残しの減少を図っている。また、
平成19年度から給食残さの堆肥化
を実施した。

②給食残さの減量については、調
理作業の工夫による野菜等の廃棄
部分の減少、および、栄養のバラン
スを考えながら、児童生徒の嗜好を
考慮した献立の提供などにより、食
べ残しの減少を図っている。また、
平成19年度から給食残さの堆肥化
を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

②引き続き、給食残さの減量につと
め、堆肥化については継続して実
施する。

①生ごみの
堆肥化推
進
②給食残さ
等生ごみの
資源化推
進事業
③環境保
全型農業
の推進事
業

89 ③
フリーマーケットの開催など、
不要品の再利用（リユース）を
促進します。

Ｃ　継続
リサイクルフェスティバルの中で、フ
リーマーケットを開催した。（平成19
年度で廃止した）

粗大ごみを再生し販売するリサイク
ル事業所の活動を、継続して実施し
た。
平成22年度販売点数　6，729点

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続き、リサイクル事業所等での
不要品の再利用（リユース）を促進
する。

90 ④

ビン、缶、新聞、雑誌、段ボー
ル、ペットボトル、トレイ、牛乳
パックなどの資源ごみの分別
収集と再生利用（リサイクル）
を促進し、ごみの減量化を図
ります。

Ｃ　継続

ごみ分別ハンドブックの発行や、ご
み減量リサイクル通信、広報等を用
いて資源ごみの分別、リサイクルの
促進、ごみの減量化を図った。

ごみ分別ハンドブックの発行や、ご
み減量リサイクル通信、広報等を用
いて資源ごみの分別、リサイクルの
促進、ごみの減量化を図った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

引き続きごみ情報紙、広報等を用
いてごみ分別、リサイクルの促進、
ごみの減量化を図りたい。

91 ⑤

家電リサイクル法にもとづき、
事業者の収集体制の整備を
促進するとともに、家電製品
の廃棄方法について市民へ
の周知を図ります。

Ｃ　継続
ごみ分別ハンドブックやホームペー
ジで、廃家電の処分方法の周知を
図った。

ごみ分別ハンドブックやホームペー
ジで、廃家電の処分方法の周知を
図った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

ごみ分別ハンドブックの改定版「ご
み減量・資源リサイクルハンドブッ
ク」やホームページで廃家電の処分
方法の周知を図りたい。

92 ⑥
廃棄物処理法などにもとづ
き、事業系ごみの適正な処理
を促進します。

Ｃ　継続

マニフェストによる事業系ごみの搬
入については、搬入場所において
随時実地検査を行い、不適正ごみ
の搬入を防ぐ。また、小規模事業所
が「指定収集袋」での排出を行う場
合には、「事業系収集袋」を使用す
ることを徹底する。

マニフェストによる事業系持込みご
みを搬入場所において延べ205台
について調査をした。
小規模事業所530社に対して、事業
系指定収集袋での排出指導を行っ
た。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

小規模事業所の事業系指定収集
袋での排出指導については、ほぼ
終了した。
搬入場所での事業系持込みごみの
中身調査については、継続してい
く。

事業者へ
の行政指
導と要請

第2節　生活環境の整備　第8　ごみ処理・リサイクル　(2)　ごみ処理体制の整備

93 ②
リサイクルセンターのごみ処
理施設の補修・保全について
は計画的な対応を図ります。

①
リサイクルセンター施設の計
画的な補修および改修を図り
ます。

Ｃ　継続

施設の改修については、容器リサイ
クル法に基づき、適正な処理を履行
するため圧縮梱包施設整備工事を
実施し、20年度に圧縮梱包機を増
設、21年度に小袋破袋機を設置し
た。その他、一部未達成のものにつ
いても、継続し今後も計画的な補修
および改修を図る必要がある。

リサイクルセンター施設について、
計画的な補修および改修を実施し
た。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

今後もごみの減量化、資源の再利
用等のごみの適正処理を図り、資
源循環型社会の実現を目指すた
め、引き続き継続して整備を行う必
要がある。

リサイクル
センターご
み処理施
設の補修・
保全

94

平成20年7月時、粗大ごみ収集車
両4台（ＣＮＧ車）を更新終了
し、さらに、平成21年10月時、不法
投棄巡視・収集および河川
ごみ収集用軽貨物ダンプカー車両1
台の更新終了

車両更新は完了
A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

車両更新は完了
ごみ収集車
両更新

95 ①

容器包装リサイクル法にもと
づくプラスチック製容器類処
理施設を設置するための法
にもとづく調査を実施します。

②
「廃棄物処理法」などにもとづ
き、ごみの適正な処理を促進
します。

Ｂ　新規・拡
充

平成15年6月容器包装プラスチック
とペットボトルの容器包装リサイク
ル法による処理を開始した。平成19
年4月容器包装プラスチックの分別
収集を開始、平成20年4月容器包
装プラスチック専用指定収集袋を導
入、分別の徹底を図るとともに、平
成20年9月容器包装プラスチックの
圧縮梱包機を増設し、全量処理に
努めた。

容器包装プラスチックごみの全量処
理に努めた。
リサイクルセンター搬入量
2，879．86トン
容器包装リサイクル法処理量
2，262．94トン
資源化率：78．6％

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

容器包装プラスチックごみの全量処
理に努める。

容器包装リ
サイクル法
への対応

96 ③
焼却残さの資源化を図るエコ
セメント化施設建設事業を推
進します。

③
焼却残さを原料としたエコセメ
ントの利用に努め、資源のリ
サイクルを推進します。

Ｃ　継続

平成18年6月、二ツ塚廃棄物広域
処分場内に「東京たまエコセメント
化施設が竣工した。平成18年7月か
ら稼働を開始し、焼却残さを全量セ
メントにリサイクルする事業を進め、
二ツ塚処分場の延命化を図った。

エコセメント化施設の稼働により、
最終埋立処分量が削減され、二ツ
塚処分場の使用期間が当初予定
の16年間から30年間以上に延ばす
ことができた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

今後もエコセメント施設が順調稼働
を続けられるように支援していく必
要がある。

東京都三
多摩地域
廃棄物広
域処分組
合負担金
（多摩地域
廃棄物エコ
セメント化
施設整備
運営事業
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番
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H15～21年度末までの実績および
H22～24年度執行見込みを踏まえ
た検証

Ｈ15～22年度ま
での取組につい
て達成目標に対
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第2節　生活環境の整備　第9　環境保全　(1)　地球環境の保全

97 ①

「環境基本計画」と「環境行動
指針」を策定し、それらを活用
することで市民、事業者、行
政が連携した環境保全活動
を推進します。

①

「青梅市環境基本計画」と「青
梅市環境行動指針」にもとづ
き、市民、事業者、行政が連
携した環境保全活動を推進し
ます。

Ｃ　継続

「青梅市環境連絡会」は青梅市の
環境問題に対する、市民、事業者、
行政による連携組織として平成20
年度に発足した。現在クール・
ウォームビズをはじめ全市的な取
組を進めているところである。しかし
ながら、環境基本計画における多
様な取組、目標の達成に対しては、
今後も一層の組織の拡充と、行政
全体との連携を密に行っていく必要
がある。

「青梅市環境連絡会」による取り組
みは、前年のウォームビズ、打ち水
等に加え、エコドライブ、クールアー
ス・デー（ライトダウン）を実施し、拡
大しつつある。
また、直接市民に向けた取り組みと
して、太陽光発電、高効率給湯器
等の家庭用新・省エネ機器導入補
助金交付事業、みどりのカーテン普
及を目的としたモニター事業、家庭
から排出される二酸化炭素を量る
簡易計算機、CO2カルクを用いた省
エネチャレンジファミリー事業を実施
した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

既存の取り組みの充実とともに、さ
らに新規事業の開拓を図る。

環境基本
計画の推
進（環境基
本計画策
定）

98 ③

環境学習や環境調査などの
実施と参加を促進し、市民の
環境保全への意識の向上を
図ります。

②

環境学習や環境調査などの
実施と参加を促進し、市民の
環境保全への意識の向上を
図ります。

Ｃ　継続
市民団体、事業者等との協働によ
り、環境に関する講座や講演会を
実施している。

市民団体との協働で環境フェスタを
開催し、環境保全の意識向上を
図った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

自然観察講座や青梅の森に特化し
たボランティア講座を開催し、市民
の環境保全の意識向上を図る。

99 ②

「地球温暖化対策実行計画」
を策定し、庁用自動車の低公
害車化と使用の抑制、事務事
業における省エネルギーの取
組などにより、温室効果ガス
排出抑制を推進します。

③

「青梅市地球温暖化対策実
行計画」にもとづき、庁用自
動車の低公害車化と使用の
抑制、事務事業における省エ
ネルギーの取組などにより、
温室効果ガス排出抑制を推
進します。

Ｃ　継続

平成15年度車両台数197台、共用
車20台、低公害車14台が平成22年
度現在車両台数183台、共用車41
台、低公害車70台と車両の削減、
共用化、低公害車化の推進は図ら
れている。また、平成20年度から共
用の庁用自転車を10台配備してい
る。今後は、共用化による車両台数
の削減や共用自転車の活用による
更なる温室効果ガス排出抑制が必
要である。

平成15年度車両台数197台、共用
車20台、低公害車14台が平成22年
度末現在車両台数183台、共用車
41台、低公害車70台と車両の削
減、共用化、低公害車化の推進は
図られている。また、平成20年度か
ら共用の庁用自転車を10台配備
し、近隣の移動に活用している。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

集中管理による共用車化を促進し、
車両台数の更なる削減を図る。今
後、集中管理を促進するための車
両配備を計画的に実施するための
ガイドラインを策定する。
また、車両の更新にあたっては、新
エネルギー利用車等の低公害車化
を図る。

①地球温
暖化対策
実行計画
の推進
（策定）
②庁用自
動車の低
公害車化

アイドリングストップ装置の導入によ
り、エコドライブの意識向上に努め
ている。また、補助金活用による、
ごみ収集車両の天然ガス車両切り
替え、給食配送車におけるＢＤＦ（バ
イオディーゼルフューエル）の導入
実験（いずれもごみ対策課）など、
多面的な取組を行なっている。

アイドリングストップ装置の導入によ
り、エコドライブの意識向上に努め
ている。また、給食配送車における
ＢＤＦ（バイオディーゼルフューエル）
の導入実験（ごみ対策課）など、多
面的な取組を行なっている。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

①地球温
暖化対策
実行計画
の推進
（策定）
②庁用自
動車の低
公害車化

第2節　生活環境の整備　第9　環境保全　(2)　公害防止体制の推進

100 ①

水質、大気、土壌などの汚
染、騒音、振動、悪臭などの
監視を行い、発生源に対して
は、適正な管理や改善の指
導を図ります。特に、採石事
業や工場などへの監視・指導
体制を強化し、公害の未然防
止に努めます。

①

水質、大気などの環境調査を
実施し状況の把握に努めると
ともに、騒音、振動、悪臭など
の監視を行い、発生源に対し
ては、適正管理や改善の指
導を図ります。特に、工場や
採石事業などへの監視・指導
体制を強化し、公害の未然防
止に努めます。

Ｃ　継続

水質、大気、騒音などの環境調査を
定期的に実施し、状況の把握およ
び監視を行っている。調査結果につ
いては、青梅市の広報、ホームペー
ジおよび青梅市環境報告書を作成
し、公表している。苦情（環境に影
響を与える事故を含む）対応に関し
ては、関係法令の順守を徹底する
とともに、公害の未然防止策等を講
じるよう指導している。

水質、大気、騒音などの環境調査を
定期的に実施し、状況の把握およ
び監視を行っている。調査結果につ
いては、青梅市の広報、ホームペー
ジおよび青梅市環境報告書を作成
し、公表している。苦情（環境に影
響を与える事故を含む）対応に関し
ては、関係法令の順守を徹底する
とともに、公害の未然防止策等を講
じるよう指導している。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

環境調査
の実施公
表

101 ②

環境ホルモン（ダイオキシン
類などの内分泌かく乱化学物
質）など、新しい環境問題に
対して情報の収集と対策を進
めます。

②

環境ホルモン（ダイオキシン
類などの内分泌かく乱化学物
質）などの環境問題に対し
て、情報の収集と対策を図り
ます。

Ｃ　継続
国および東京都などから発信され
る情報の収集に努めている。

国および東京都などから発信され
る情報の収集に努めている。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

102 ③

市全域の水洗化による水質
保全、野焼きや不法投棄の
防止、農薬や肥料の適正使
用など、市民や事業者の環境
保全の取組を促進します。

Ｃ　継続

青梅市の広報およびホームページ
にて、公害の未然防止等に関する
情報等を定期的に掲載することに
より、啓発を行っている。

青梅市の広報およびホームページ
にて、公害の未然防止等に関する
情報等を定期的に掲載することに
より、啓発を行っている。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

103 ④
公害の広域化に対し、都や他
市区町村との連携を図りなが
ら環境保全対策を進めます。

③

広域的に公害防止を図るた
め、東京都や他市区町村との
連携を図りながら環境保全対
策を進めます。

Ｃ　継続

東京都の市で構成している「東京都
市環境・公害事務連絡協議会」にお
いて定期的に開催される協議会に
出席し、都市公害に関する調査、研
究等を行うとともに、関係諸機関と
の連携協調を図っている。

東京都の市で構成している「東京都
市環境・公害事務連絡協議会」にお
いて定期的に開催される協議会に
出席し、都市公害に関する調査、研
究等を行うとともに、関係諸機関と
の連携協調を図っている。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

104 ④

建築物解体工事について、ア
スベストの飛散防止を図るた
め東京都と協力し監視・指導
に努めます。

Ｂ　新規・拡
充

アスベストを含む建築物の解体工
事の申請があった際は、事業者に
対し、関係法令を順守するよう指導
するとともに、東京都と連携を図り、
監視・指導に努めた。

アスベストを含む建築物の解体工
事の申請があった際は、事業者に
対し、関係法令を順守するよう指導
するとともに、東京都と連携を図り、
監視・指導に努めた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。

105 ⑤

大規模な開発事業等につい
て公害の防止、環境の保全
等を図るため、東京都と協力
し、環境への影響について適
正な環境配慮が行われるよう
に努めます。

Ｂ　新規・拡
充

大規模な開発事業等については、
事業者に対し、関係法令を順守す
るよう指導するとともに、東京都と
連携を図り、適正な環境配慮が行
えるよう努めた。

大規模な開発事業等については、
事業者に対し、関係法令を順守す
るよう指導するとともに、東京都と
連携を図り、適正な環境配慮が行
えるよう努めた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

目的達成のための有効な手段であ
ることから、現行どおり継続して行う
必要がある。
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第3節　生活安全の確保　第1　消防・防災　(1)　消防体制の強化

106 ①

常備消防や非常備消防体制
の強化に向けて、消防設備の
整備・充実を促進し、消防車
両の更新を図ります。

①

常備消防や非常備消防体制
の強化に向けて、消防設備の
整備・充実を促進し、消防器
具置場の整備および消防車
両の更新を図ります。

Ｃ　継続

実績：①消防ポンプ車13台更新、積
載車1台総務省から貸与②消防器
具置場6か所改修
見込み：①消防ポンプ車3台、積載
車12台更新予定②消防器具置場3
か所改修予定

消防車の更新は該当なし
消防器具置場改修1箇所

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

ポンプ車2台をNoxＰＭ法対応措置
を施し使用を延長する。
積載車については、法対応措置も
しくは更新する予定であるが、軽自
動車の導入も検討する。
消防器具置場改修は平成23年度
は1件見送りとなったため再度予算
要求することとする。

①消防車
両の更新
②消防器
具置場改
修

107 ②

防火水槽、消火栓など消防水
利の計画的な整備を進めると
ともに、普通河川を消防水利
として活用します。

②

防火水槽、消火栓など消防水
利の計画的な整備を進めると
ともに、普通河川を消防水利
として活用します。

Ｃ　継続
実績：防火水槽新設3か所・撤去8
か所、自然水利整備1か所
見込み：不明

防火水槽新設1箇所、撤去4箇所
B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

消防団機関運用訓練において、自
然水利を利用した訓練を行ってい
る。

108 ③
青梅消防署北部出張所や東
部出張所の設置を東京都に
働き掛けます。

③

市内全域における消防力強
化のため、青梅消防署北部
出張所や東部出張所の設置
を東京都に働き掛けます。

Ｃ　継続 東京都財政状況から見込みがない 特になし
B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

東京都財政状況から見込みがない

109 ④

消防団員の確保・育成に努め
るとともに、訓練・指導、福利
厚生の充実、招集システムの
改善などを進めます。

④
消防団員の確保・育成に努め
るとともに、訓練・指導、福利
厚生の充実を図ります。

Ｃ　継続
実績：団員召集システム見直し
（H17メール配信導入）、出動区域の
見直し（H19）

福利厚生に関しては互助会事業を
継続している。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

第3節　生活安全の確保　第1　消防・防災　(2)　地域防災体制の強化

110 ①

災害の発生を予防するととも
に、突発型の大規模災害など
による被害を最小限にとどめ
るため、必要に応じ地域防災
計画の見直しを行います。

①

「青梅市地域防災計画」およ
び「青梅市国民保護計画」に
もとづき、災害の発生を予防
するとともに、突発型の大規
模災害や武力攻撃等から市
民の生命、身体および財産を
保護するため、対策の推進を
図ります。

Ｂ　新規・拡
充

東京都市長会助成事業により、H21
年度から3カ年で実施。
H21年度実績　　受付件数　2，018
件　取付希望　178件
　　　　　　　　　　　支給件数　1，238
件　取付件数　　97件

受付件数　2，143件
取付希望　154件
支給件数　1，546件
取付件数　　96件

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

東京都市長会助成事業により、H21
年度から3カ年で実施の最終年で、
今年度は緊急対応事業として世帯
ベース5％の支給から10％の支給と
なり、自治会回覧等で広く市民に呼
び掛けることとする。

家具転倒
防止器具
助成事業

111 ②

防災訓練や広報活動、消防
団の活動などを通じて、市民
の防災・防火意識の高揚を図
り、非常用食料や飲料水など
の災害に対する個人の備え
の充実を促進します。

②

防災訓練や広報活動、消防
団の活動などを通じて、市民
の防災・防火意識の向上を図
るとともに、自助の精神を基
本として非常用食料や飲料水
などの災害に対する個人の
備えの充実を促進します。

Ｃ　継続

防災マップを作製し全世帯へ配布、
広報おうめで毎年8月に防災に関す
る日ごろからの備えについて周知を
おこなっている。また、市民の防災
意識を高めることを目的とし、毎年
総合防災訓練を実施している。

6月に成木地区で土砂災害対応訓
練、8月に梅郷地区で総合防災訓
練、1月に防災講演会を実施した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

6月に沢井地区で土砂災害訓練、8
月に沢井地区で総合防災訓練の実
施を予定している

112 ③

倒壊家屋からの救助や初期
消火、避難体制の整備などに
向けて、自主防災組織の強
化を図るとともに、事業所など
の自衛防災体制の充実を促
進します。

③

初期消火や高齢者や障害者
などの要援護者の救助、避難
体制の整備などに向けて、自
主防災組織の強化を図るとと
もに、事業所などの自衛防災
体制の充実を促進します。

Ｃ　継続

自主防災組織へ防災意識の啓発お
よび防災行動力の向上を目的とし
青梅市総合防災訓練、また地区の
防災訓練を実施している。

各自主防災組織へ運営費交付金を
交付。青梅市総合防災訓練および
各地区での防災訓練の実施。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

今年度も継続して実施していく。

113 ④

防災行政無線の更新や情報
化時代にふさわしい防災情報
システムの検討を行い、災害
時の情報伝達体制の強化に
努めるとともに、高齢者や障
害者などの災害時の連絡や
安否確認のために、近隣での
見守り体制の確立などを促進
します。

④

防災行政無線の更新や情報
化時代にふさわしい災害情報
システムの検討を行い、災害
時の情報伝達体制の強化に
努めます。

Ｃ　継続

平成18年から消防団を中心に災害
情報をつたえるため防災メールを配
信、平成20年から一般市民に災害
情報を伝える青梅市メールを配信し
ている。平成22年の新庁舎建設に
伴い、デジタル化に向けた防災行
政無線の機器導入について検討し
た。

防災行政無線放送、防災メールお
よび行政メールの配信を必要時に
随時行った。25箇所の防災行政無
線デジタル化を行った。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

本年度は30箇所の防災行政無線デ
ジタル化工事を実施予定。防災行
政無線、防災メール、行政メールの
迅速かつ適切な運用を行う。

防災行政
無線等の
更新

114 ⑤

高齢者や障害者などの要援
護者に対する災害時の連絡
や安否確認のために、関係
機関との相互連絡に努め、地
域市民相互のコミュニティ強
化を図り、近隣での見守り体
制づくりを促進します。
また、要援護者に関する情報
を、個人情報保護に配慮した
上で管理するとともに、具体
的な避難支援計画を整備しま
す。

Ｂ　新規・拡
充

災害発生時に自らを守るための避
難行動等を自力で行えない者を、
地域の住民と青梅市が連携して支
援するための災害時要援護者支援
対策として、平成22年2月に要綱を
制定、3月に対象者へ登録制度に
ついての案内を送付（7，134通）し
受付を開始した。
3月末現在まで2，147名の申請を受
付した。

平成22年度は169名が登録（登録
総数2，284名）。
11月から11地区の自主防災組織で
説明会を開催。
警察署、消防署、自主防災組織（一
部）へ名簿を提供した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

災害時要援護者支援対策が進んで
いない地区があるため、説明会を
行い、制度の理解と運営の協力を
依頼していく。

災害時要
援護者支
援対策事
業

115 ⑤

防災備蓄倉庫の食料・生活
必需品の計画的な整備、安
全で衛生的な避難所の確保
と整備などを図ります。

⑥

防災備蓄倉庫の食料・生活
必需品を計画的に備蓄すると
ともに、避難所については、
安全で衛生的な施設の確保
と整備を図ります。

Ｃ　継続

備蓄食糧の賞味期限が5年間と定
められているため、毎年この更新を
行ったほか、備蓄品としては、ポー
タブルトイレなどを購入している。
避難所である学校については、順
次、耐震化工事が進められている。

備蓄食料の更新およびポータブルト
イレの購入。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

第3節　生活安全の確保　第1　消防・防災　(3)　災害に強いまちづくり

116 ①
造林推進事業により森林の
保水力の向上を図り、土砂災
害や水害の防止に努めます。

①
造林推進事業により森林の
保水力の向上を図り、土砂災
害や水害の防止に努めます。

Ｃ　継続

　多摩森林再生事業は21年度末で
間伐714ha、枝打ち64haであり、24
年度の目標値達成は難しいが、か
なりの成果を上げている。未実施山
林を実施すべく努力し継続してい
く。
　広葉樹造林については最終目標
を達成見込みである。

平成22年度の造林推進事業につい
ては一般造林1ｈa、広葉樹造林0ha
である。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

広葉樹造林について、東京都の色
彩豊かな森事業が順調であり、目
標達成の見込みである。
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117 ②

土砂災害から生命財産を守
るために、土石流対策や急傾
斜地崩壊対策など砂防事業
の一層の推進を東京都砂防
協会を通じて国や都に働き掛
けます。

②

土砂災害から生命財産を守
るために、土石流対策や急傾
斜地崩壊対策など砂防事業
の一層の推進を東京都に働
き掛けるとともに、東京都砂
防協会を通じて国に働き掛け
ます。
また、市民の安全確保のた
め、危険と思われる箇所を把
握し危険の解消に努めるとと
もに、「土砂災害防止法」にも
とづき警戒区域として指定さ
れた地区に対してハザード
マップを作成し、避難体制の
整備を図ります。

Ｂ　新規・拡
充

平成21年度末までに、東京都から
「土砂災害防止法」にもとづき土砂
災害特別警戒区域（レッドゾーン）
383か所、土砂災害警戒区域（イエ
ローゾーン）989か所が指定となり、
土砂災害による人的被害を防止す
るため、指定された地域の「土砂災
害ハザードマップ」を作成して地区
内の全世帯に配布し市民に周知を
図った。

第2支会での説明会、千ヶ瀬地区で
の2度の個別説明会により、市民へ
の理解を求めた。
22年度は特別警戒区域566箇所が
指定された。

C 現在も施策の達

東青梅地区、青梅地区、大門地
区、今井・藤橋地区での説明会が
予定されており、長淵地区の指定と
ともに、ハザードマップを作成、配布
することで市民への周知を図る。

118

市長が東京都砂防協会会長であ
り、平成21年度まで継続して、砂防
事業についての推進要請を積極的
に国、都へ行ってきた。
今後も事業の推進要請を継続す
る。

市長が東京都砂防協会会長であ
り、砂防事業についての推進要請
を積極的に国、都へ行った。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

青梅市の地形的特性等を考慮する
と、要請活動は、重要と考える。ま
た、市内の各所において、土砂災
害防止法に基づく警戒区域指定が
広がっていくと、災害の予防および
対応は更に重要となっていくため、
今後も、事業要請を行っていく。

119 ③

自然景観や生態系に配慮し、
親水性を高めた工法などによ
り、河川やため池の計画的な
改修を促進します。

③

霞川は、都市計画河川とし
て、改修計画にもとづいた整
備を東京都に要望します。ま
た、成木川、黒沢川などは、
危険箇所の改修促進ととも
に、自然環境や親水性に配
慮した整備を東京都へ要望し
ます。

Ｃ　継続
※土木課での直接的な動きはない
が、あえて書けば1段下と同文

―

平成21年度まで、親水性に配慮し
た護岸の整備については、当該河
川の整備要請に合わせて、要請を
してきた。その結果、平成18年度末
には霞川調節池が完成し、平成21
年度末には、事業認可区間全般に
ついて、用地買収を含む事業着手
がされている。

親水性に配慮した護岸の整備につ
いては、当該河川の整備要請に合
わせて、要請をしてきた。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

霞川については、都市計画に基づく
改修工事、また、黒沢川、成木川に
ついては危険個所等の改修工事に
ついて、親水性に配慮された整備を
継続して要請する。

120 ④
下水道雨水幹線整備と雨水
浸透施設等助成制度により、
溢水の解消に努めます。

④
下水道雨水管きょ整備と雨水
浸透施設等助成制度により、
溢水の解消に努めます。

Ｃ　継続

雨水浸透施設については、計画ど
おり行うことができた。今後事業を
継続していくことで目的達成に向け
進めたい。

雨水浸透ます45件・198個・6178千
円を実施した。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

前年の事業内容で継続して進め
る。目標達成には、長期的取り組み
が必要。

雨水管きょ整備については、当面
の課題であった東部地域の溢水の
解消に伴う整備が完了した。

　既設排水施設の排水能力を確保
するため、口径600ｍｍの雨水管63
メートルの整備を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　今後の溢水状況等によっては、雨
水管の整備を検討する。

121 ⑤

道路や水道施設の耐震性・
防災性の強化、家具の固定
や安全な部屋での就寝など、
市民、事業者、行政が連携
し、地震に強いまちづくりを進
めます。

⑤

道路や上下水道施設の耐震
性などの強化、家具の固定な
ど、市民、事業者、行政が連
携し、地震に強いまちづくりを
進めます。
また、市民センター施設など、
公共施設の耐震化および老
朽化への対応を図ります。

Ｂ　新規・拡
充

家具転倒防止器具助成事業として
東京都市長会助成金を活用し、平
成21年度から3カ年で家具転倒防
止器具の支給および取付を実施す
る。平成21年度は1，238件支給し、
97件取付を実施した。

家具転倒防止器具助成事業として
東京都市長会助成金を活用し、平
成21年度から3カ年で家具転倒防
止器具の支給および取付を実施す
る。平成21年度は1，546件支給し、
96件取付を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

東京都市長会助成事業により、H21
年度から3カ年で実施の最終年で、
今年度は緊急対応事業として世帯
ベース5％の支給から10％の支給と
なり、自治会回覧等で広く市民に呼
び掛けることとする。

122

市民センター本館については、青梅
Ｃを除き、耐震補強工事の必要は
ない。平成21年度、小曾木・成木・
東青梅Ｃの体育館の耐震診断を実
施した。今後、体育館の設計委託、
耐震補強工事を実施していく必要
がある。

沢井Ｃ体育館の耐震補強設計委託
を行った。

D 現在施策の達
成に向けて動き
始めている（25%
程度実施した）

平成23年度、東青梅Ｃの体育館の
耐震補強設計委託を行うとともに、
24年度に小曾木、成木Ｃの体育館
の設計委託を行う予定である。ま
た、設計委託済みの梅郷、沢井、東
青梅Ｃの体育館の補強工事を実施
していく必要がある。

　道路の耐震性の強化としては、主
として既設橋における落橋防止構
造の設置を実施してきた。また擁壁
等の構造計算における耐震性の検
討を行っている。
　今後も、定められた基準にもとづ
き、適切に対応する必要がある。

　橋梁健全度調査の実施に併せ、
調査対象橋りょうにおける落橋防止
構造の有無等の把握を行った。
　また、擁壁等の構造計算における
耐震性の検討も実施した。

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

　一定の年数が経過した橋りょう、
道路構造物等、地震時に倒壊しな
いよう日常の点検等を実施し、必要
な措置を講じる。

首都中枢機関等への供給ルートの
耐震化等および単独ステンレス化
工事により、地震に強い給水管布
設替等工事を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

受託水道事業の段階的な解消が進
められ、平成24年度（平成24年4月1
日から）受託水道事業の全てが解
消され、東京都水道局に一元化さ
れる。

平成20年度に着手した第3期および
小曾木事業区域整備事業について
は、耐震性を踏まえた施設整備を
行っている。
　今後についても、同様に施設整備
を進めたい。

　前年度に引続き、第3期および小
曾木事業区域整備事業に耐震性を
踏まえた施設整備を行っている。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

　引続き、第3期および小曾木事業
区域整備事業に耐震性を踏まえた
施設整備を進める。
　また、既設汚水中継ポンプ場の耐
震診断業務にとりかかる。
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Ｅ　廃止

平成23年度検証

　市内小中学校の耐震化について
は、平成18年度に全校で耐震診断
を終了し、耐震化計画に基づき、順
次耐震補強工事を実施している。
　なお、老朽化の著しい第二小学校
校舎については、改築のための基
本設計および実施設計を終了し、
22年度から改築工事を開始した。
　耐震化については24年度末まで
にほとんどの小中学校で耐震補強
工事を終了見込みであるが、第二
小学校校舎改築事業および第四小
学校屋内運動場改築事業は25年
度以降完了の予定。
　また、小中学校施設の老朽化対
応については、各学校の設備等老
朽化が進んでいるが、耐震補強事
業を最優先に実施していることか
ら、予算内で各学校の要望等を勘
案しながら順次対応していく。

　平成22年度については、小学校3
校、中学校4校の耐震補強工事およ
び小学校2校、中学校1校の耐震補
強設計を実施した。耐震補強設計
については全ての該当校で完了し
た。
　第二小学校校舎改築事業につい
ては、北校舎等の解体工事や第Ⅰ
期改築工事等を開始した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　改築事業である第二小学校校舎
および第四小学校屋内運動場を除
く全ての小・中学校校舎・屋内運動
場での耐震補強工事を完了する。
　第二小学校校舎については引き
続き第Ⅱ期改築工事等を進め、平
成25年度竣工を目指す。第四小学
校屋内運動場については平成23年
度に耐力度調査、平成24年度に基
本・実施設計、平成25年度改築工
事を目途に改築を進める。

第3節　生活安全の確保　第2　交通安全　(1)　交通安全意識の向上と交通安全知識の普及・啓発

123 ①

春・秋の交通安全運動のほ
か、各種交通安全キャンペー
ンによる啓発活動などを通し
て、交通安全意識の高揚に
努めます。

①

春･秋の交通安全運動のほ
か、各種交通安全キャンペー
ンによる啓発活動などを通し
て、交通安全意識の向上に
努めます。

Ｃ　継続

毎年度、市の交通安全運動の実施
に関する要領を定め、各種交通安
全運動を推進し、啓発活動を通し交
通安全意識の向上に努めた。

春と秋の交通安全運動の実施に関
する要領を定め、横断幕、のぼり旗
および看板等を掲出し、啓発活動を
通し交通安全意識の向上を図っ
た。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

毎年度、市の交通安全運動の実施
に関する要領を定め、横断幕、のぼ
り旗および看板等を掲出し、啓発活
動を通して交通安全意識の向上を
図る。

124 ②

青梅警察署および青梅交通
安全協会と連携し、運転者や
歩行者に対する交通ルール
順守の徹底、交通マナーの向
上に向けて、交通安全教室や
交通安全講習会を実施し幼
児から高齢者まで一貫性の
ある交通安全教育を推進しま
す。

②

青梅警察署および青梅交通
安全協会と連携し、運転者や
歩行者に対する交通ルール
順守の徹底、交通マナーの向
上に向けて、交通安全教室や
交通安全講習会を実施し幼
児から高齢者まで一貫性の
ある交通安全教育を推進しま
す。
また、自転車利用者のマナー
低下が指摘される中、安全運
転講習を受けた小学生等に
免許証を交付し、講習を通し
て車両に乗る自覚を促しマ
ナー向上と事故防止につなげ
ます。

Ｂ　新規・拡
充

交通安全教育については、子ども
の頃から正しい交通ルールを学ぶ
必要があり、子どもたちの日常生活
の中で、自転車は、手軽な乗り物と
して利用されている。安全な自転車
の乗り方をや交通マナーを指導す
るため、平成20年度から市内の小
学校3年生を対象に「自転車運転免
許証交付事業を実施し、交通事故
防止への成果が期待できた。ただ、
市内小学校のうち、3校が未実施で
あるため全校実施を目標に取り組
む必要がある。

交通安全教育施設である交通公園
で保育園、幼稚園児および団体を
対象に交通安全教室を実施した。
また、市内13校の小学3年生を対象
に青梅警察署と連携して自転車運
転免許交付事業を実施するととも
に、スタントマンを活用して高齢者
交通安全教室を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

子どもたちの日常生活の中で、自
転車は、手軽な乗り物として利用さ
れている。安全な自転車の乗り方を
や交通マナーを指導するため、市
内の小学校3年生を対象に「自転車
運転免許証交付事業」を実施して
事故防止を図っていく。。

①交通安
全教育の
充実
②交通安
全推進体
制整備
③交通安
全教育の
充実（青梅
市自転車
運転免許
証交付事
業）

125 ③

子どもや高齢者の交通安全
教育の拠点として、交通公園
の適正な管理・運営に努める
とともに、参加・体験・実践型
の交通安全教育の推進、反
射材の普及促進などにより、
子どもや高齢者の交通事故
防止に努めます。

③

子どもや高齢者の交通安全
教育の拠点として、交通公園
の適正な管理・運営に努める
とともに、参加・体験・実践型
の交通安全教育の推進、反
射材の普及促進などにより、
子どもや高齢者の交通事故
防止に努めます。

Ｃ　継続

市民の皆さんに交通ルールと交通
マナーを学んでいただき、交通事故
を少しでも減らすことを目的とした
教育施設として運営し、交通安全教
育の効果があった。

交通安全教育施設である交通公園
で保育園児、幼稚園児、小学生お
よび高齢者等を対象に交通安全教
室を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。交通安全教育
施設として、交通公園を活用し。交
通事故防止に努める。

交通公園
の整備

第3節　生活安全の確保　第2　交通安全　(2)　交通安全対策の推進

126 ①

交通事故の減少に向けて、事
故削減効果の高い、総合的・
計画的な交通安全対策を推
進します。

①

交通事故の減少に向けて、事
故削減効果の高い、総合的・
計画的な交通安全対策を推
進します。

Ｃ　継続
5年ごとに交通安全計画を策定し
て、地域の実状に適した交通安全
対策を推進した。

第8次交通安全計画の最終年度と
して対応した。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

東京都の交通安全計画を参考に、
第9次交通安全計画を策定する。

127 ②

交通事故の発生箇所や原因
の調査にもとづき、道路の改
良、歩道、ガードレール、カー
ブミラー、標識など、道路と交
通安全施設の重点的な整備
を進めるとともに、路上駐車
の防止を促進します。

②

交通事故の発生箇所や原因
の調査にもとづき、道路の改
良、歩道、ガードレール、カー
ブミラー、標識など、道路と交
通安全施設の重点的な整備
を進めるとともに、路上駐車
の防止を促進します。

Ｃ　継続

市民や団体からの交通安全施設に
対する整備、改善要望等に対し、道
路管理者および交通管理者の関係
機関へ適切に対応し、交通事故防
止に努めた。

自治会長、小学校・中学校ＰＴＡ連
合会等から要望のあった交通安全
施設の改善について、関係機関へ
伝え対応した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

交通管理者、道路管理者の協力を
得て、交通環境整備を図っていく。

安全対策としてのカラー舗装、ガー
ドレール、カーブミラーの設置、路面
表示、歩道の拡幅などを実施した。
　カーブミラーについては、目的を
達成しつつある。

　安全対策としてのカラー舗装、
ガードレール、カーブミラーの設置、
路面表示、歩道の拡幅などを実施
した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　路面表示、歩道の拡幅等を中心
に安全対策を図って行く。
　カーブミラーのほか、ガードレール
についても、新設の道路以外では
目的を達成しつつある。

128 ③

児童・生徒が安全に通学でき
る環境を築くため、警察やＰＴ
Ａ役員と協力し、通学路の安
全点検を実施します。

Ｂ　新規・拡
充

毎年、警察やPＴA役員と協力し通
学路の総点検を実施している。

市内小学校2校で、警察、関係機関
にＰＴＡ役員を点検者に加え、学校
付近の通学路で交通総点検を実施
した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

今後も継続して事業を行っていく。

　毎年2校程度の割合で、継続して
実施している。この点検結果を踏ま
え、必要な安全対策を図っている
が、今後の社会事情、交通事情の
変化に応じた対応が必要である。

　点検の実施結果にもとづき、必要
な安全対策を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　安全点検は、道路管理者だけで
なく、利用者側、交通規制側の観点
から検証できるため、有効な手段で
ある。継続して実施する。
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平成23年度検証

　毎年、警察、ＰＴＡ役員、関係機関
等と協力し、通学路の安全点検を
実施。

　第三小学校、第四小学校の2校の
通学路について、警察、ＰＴＡ役員、
関係機関と合同で安全点検を実施

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

　今後も学校・地域および関係機関
の意見を聴き、通学路の安全確保
図る。

129 ③

「広報おうめ」などの活用やパ
ンフレットの各戸配布を実施
し、交通災害共済制度への加
入を促進します。

④

「広報おうめ」などの活用やパ
ンフレットの各戸配布を実施
し、交通災害共済制度への加
入を促進します。

Ｃ　継続

広報掲載、パンフレットの各戸配
布、日曜日に市民センターで予約
受付を実施するなど加入促進を
図った。

広報おうめ掲載、加入申込書付パ
ンフレットの各戸配布、市民セン
ターでの休日予約受付の実施等、
加入促進を図った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。今後も加入促進
を図り、共済制度の安定的な運営
を図る。

第3節　生活安全の確保　第2　交通安全　(3)　放置自転車対策

130 ①

駅前の放置自転車の防止に
向けて、東青梅・小作駅前等
の駐輪場（自転車等駐車場）
の整備を図ります。

①

駅前の放置自転車の防止に
向けて、東青梅・小作駅前等
の駐輪場（自転車等駐車場）
の整備を図ります。

Ｃ　継続
有料駐車場整備に向け調整・検討
中である。

東青梅駅北口駅前整備に合わせ
て、有料駐車場の建設について検
討した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

東青梅駅北口自転車駐車場の設
計、建設および施設管理条例の制
定。放置禁止区域の指定等を行っ
ていく。

東青梅駅、
小作駅前
有料駐車
場の整備
事業

131 ②

駅周辺の徒歩圏の市民に対
し、自転車や原動機付自転車
を利用した駅への通勤・通学
を自粛するよう協力を要請し
ます。

②

駅周辺の徒歩圏の市民に対
し、自転車や原動機付自転車
を利用した駅への通勤・通学
を自粛するよう協力を要請し
ます。

Ｃ　継続
最近は、広報による協力要請を
行っていない。

都内全域で一斉に行う駅前放置自
転車クリーンキャンペーンに合わせ
て、協力依頼の広報を掲載した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。

第3節　生活安全の確保　第3　防犯　(1)　防犯体制の強化

132 ①
河辺駅北口、三ッ原地区、新
町東部への交番設置を要請
します。

①
三ッ原地区、新町東部への交
番設置を要請します。

Ｃ　継続
平成17年度に交番設置の要請は
行っているが、その後は行っていな
い。

具体的な要請は実施しなかった。
B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

市長会等を通じて、要望していく。

133 ②
街路灯を計画的に整備し防
犯のための環境改善を図りま
す。

②
街路灯を整備し、防犯および
通行の安全のための環境改
善を図ります。

Ｃ　継続

歩行者および車両の安全な通行を
確保し、犯罪のない明るいまちづく
りを目指し、街路灯の整備を行って
きた。
今後も段階的に整備を進める。　公
平性、効率的な街路灯の配置を心
がけ平成22年度から消費電力が少
なく、長寿命で、二酸化炭素の排出
が少ない環境に配慮した省エネの
街路灯へと切替えを始めた。
※灯具の変更（【実施】蛍光灯⇒ＬＥ
Ｄ灯へ【検討】水銀灯⇒セラミックメ
タルハライドランプ、ナトリウムラン
プ、ＬＥＤ）

【蛍光灯⇒ＬＥＤ灯へ】
　灯具の規格を決定し、ＬＥＤ化を進
めた。（ＬＥＤ灯　74基を新設として
設置）

C 現在も施策の
達成に向けて取
り組んでいる（半
分程度実施し
た）

【水銀灯⇒セラミックメタルハライド
ランプ・ナトリウムランプ、ＬＥＤ灯
へ】
　灯具の規格を決め、環境に配慮し
た省エネタイプの街路灯へと切替え
を進める。

街路灯整
備事業

134 ③

家庭、学校、地域、消防、警
察などの相互協力により、防
犯活動への市民の積極的な
参加を促進し、空家の防犯・
防災対策についても連携して
対応し地域ぐるみの防犯体制
の強化を図ります。

③

犯罪のない安全・安心なまち
づくりを目指して、青梅警察
署、青梅防犯協会などの関係
機関と連携し犯罪の防止を図
るとともに、地域の自主的な
防犯パトロールなどの活動に
対し、保険料を含めた活動費
の支援をしていきます。
また、青梅市立小学校および
中学校に在学する児童・生徒
への防犯ブザーの貸与や、
「青梅子ども110番の家」の設
置などにより、児童・生徒の
通学時等の安全確保に努め
ます。

Ｂ　新規・拡
充

警察や防犯協会と連携を図り防犯
の防止に努めるとともに、地域の防
犯パトロール活動に対し補助を行っ
た。なお、市民活動災害補償保険
に、市民活動推進課で一括加入し
ている。また、児童・生徒への防犯
ブザーの貸与、子ども110番の家の
設置は、教育委員会で実施してい
る。

自治会連合会の支会ごとに組織さ
れた自主防犯組織に、活動に要し
た用品等の購入に補助金を交付し
て、地域の防犯活動を支援した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。また、補助金の
効果的な運用、適正な執行を図っ
ていく。

自主的防
犯活動支
援事業

各学校において、地域の力（学校関
係者、保護者、地域住民、防犯ボラ
ンティア、スクールガードリーダーそ
の他）を用し地域安全マップの作成
やパトロール等児童・生徒の安全確
保に係る活動を実施するため研修
会や助言を行うことにより、学校と
地域が一体となった取り組みを推
進することができた。

各学校が地域と連携し、パトロール
等の児童・生徒の安全確保の取り
組みを実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して、各校の取り組みを推奨す
る。

自主的防
犯活動支
援事業

児童が通学する道路の完全確保を
目的に、地域や保護者の方々を対
象に、警察OBの方がスクールガー
ド・リーダーとなって、通学路の巡回
指導を実施した。また、児童・生徒
が自ら不審者等から身を守る手段
として、小・中学校の新1年生に防
犯ブザーを配付した。なお、平成21
年度から防犯ブザーを貸与から給
与に改正し、防犯ブザーの耐久性
を高めたことで、対象を小学1年生
および市外からの転校生とした。
　「青梅子ども110番の家」の設置に
ついては、継続して実施し、新たに
登録をいていただいた方を含め、児
童・生徒の緊急時の駆け込み場所
の確保に努めた。

スクールガードリーダーによる巡回
指導は、6人の元警察官により小学
校16校を実施した。防犯ブザーは、
貸与から給与に変え、耐久性を高
めた商品に変えたことで、不良品等
の苦情等はなくなった。青梅子ども
110番の家の事業では、22年度にお
いても、子どもが駆け込んだ事例は
なく、犯罪抑止の効果があったもの
と考えている。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

例年と同様、これらの事業を実施し
ていきたい。
スクールガード・リーダーについて
は、23年度から1人交代予定。ま
た、22年度から委託事業から補助
事業に変更され、負担割合が国、
都、市それぞれ3分の1となり、市の
持ち出しが発生した。

自主的防
犯活動支
援事業
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135 ④

被害を受けやすい高齢者など
を守るために、訪問や電話連
絡などによる近況確認などを
促進するとともに、啓発活動
を強化します。

④

被害を受けやすい高齢者など
を守るために、訪問や電話連
絡などによる近況確認などを
促進するとともに、啓発活動
を強化します。

Ｃ　継続
高齢介護課で訪問や電話連絡によ
る近況確認を実施している。

防犯協会を通じて高齢者の防犯へ
の啓発活動を実施した。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。

136 ⑤

「広報おうめ」やホームページ
などを活用した情報提供を図
り、犯罪の防止と市民の防犯
意識の高揚に努めます。

⑤

「広報おうめ」やホームペー
ジ、メール配信サービスなど
を活用した情報提供を図り、
犯罪の防止と市民の防犯意
識の向上に努めます。

Ｂ　新規・拡
充

広報おうめやホームページ、メール
配信サービスにより防犯情報を掲
載し、犯罪の防止と市民の犯罪意
識の向上に努めた。

振り込め詐欺被害防止等の行政無
線、メール配信を行い、市民へ犯罪
に遭わないよう注意喚起を行った。

B 施策を概ね達
成した（75%程度
実施した）

継続して実施する。

137 ⑥

家庭、学校、ＰＴＡなどが連携
し、警察、関係機関、団体な
どの協力を得ながら、青少年
の犯罪や非行、薬物乱用の
防止などに努めます。

⑥

家庭、学校、ＰＴＡなどが連携
し、警察、関係機関、団体な
どの協力を得ながら、青少年
の犯罪や非行、薬物乱用の
防止などに努めます。

Ｃ　継続
青少年の犯罪や非行、薬物乱用の
防止などについては、ポスターを掲
示している。

防犯協会を通じて青少年健全育成
活動の推進に努めた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

継続して実施する。

第3節　生活安全の確保　第4　消費生活　(1)　消費者意識の啓発

138 ①

商品の安全性や様々な消費
者トラブルなどについて、具
体的な被害事例や予防策な
どの情報提供に努めます。ま
た、食品の安全性についての
知識や情報提供の充実に努
めます。

①

消費者被害の未然防止、拡
大防止を図るため、商品の安
全性や様々な消費者トラブル
などについて、具体的な被害
事例や予防策などの情報提
供に努めます。特に高齢者の
被害防止等のため、庁内およ
び関係機関との連携を強化し
ます。

Ｃ　継続

初期の目標は達成されているが、
日々新しい消費者問題が発生して
いるため、その被害をどのように防
止を図っていくかが今後の課題であ
り継続の必要がある。

特に高齢者の被害を防止するた
め、高齢者の消費者被害等情報連
絡会を年3回開催し被害の防止啓
発に努めた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

継続して実施する。

139 ②

パンフレット、「広報おうめ」、
ホームページ、生涯学習の場
などを活用して消費生活や省
資源・省エネルギーなどにつ
いての意識啓発に努めます。

②

「広報おうめ」、ホームペー
ジ、パネル展示、生涯学習の
場などを活用し、食品の安全
性や省資源・省エネルギーに
関すること、生活知識など消
費生活についての意識啓発
に努めます。

Ｃ　継続

青梅市のホームページ内に消費者
相談関連の整備を行った、今後、
ホームページの充実を図り、国民生
活センターや東京都総合消費者相
談センターとのリンク等の整備が必
要である。

青梅市のホームページを活用し、消
費者緊急情報や記事の中で東京都
総合消費者相談センターとのリンク
図り充実させた。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

継続して実施する。
消費者相
談室ホーム
ページ開設

第3節　生活安全の確保　第4　消費生活　(2)　消費者相談業務の充実

140 ①

相談件数の増加や相談内容
の多様化などに対応できるよ
う、相談体制の充実を図りま
す。

①

相談件数の増加や相談内容
の多様化などに対応できるよ
う、東京都や近隣の市町村と
連携し、相談体制の充実を図
ります。

Ｂ　新規・拡
充

西多摩地域消費者行政事務連絡
会において、西多摩地域広域連携
を実施し、西多摩地域の市町村在
住の市民の方の相談を受付してい
る。また、東京都多摩消費者セン
ター（立川市）における相談業務が
廃止されているため、消費者担当
課長会や消費者センター所長会と
連携を図りながら復活に向け要望
をしていくことが課題である。

西多摩地域消費者行政事務連絡
会において、西多摩地域広域連携
を実施し、西多摩地域の市町村在
住の市民の方の相談を受付してい
る。また、東京都多摩消費者セン
ター（立川市）における相談業務が
廃止されているため、消費者担当
課長会や消費者センター所長会と
連携を図りながら復活に向け要望
をしている。

A 施策を達成し
た（ほぼ100%実
施した）

継続して実施する。

東京都消
費者行政
活性化基
金事業
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